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社会保険制度
労働保険制度

○生活困窮者対策
求職者支援制度

（H23.10～）

【第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【第
３
の
ネ
ッ
ト
】

生活保護制度の見直し

及 び 生 活 困 窮 者 対 策

に 総 合 的 に 取 り 組 む

生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策に総合的に取り組むとともに、生活保護基準の見直しを行う。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯

に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後

に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、
就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯

に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人になった後

に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でない者に関し、
就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。

【社会保障制度改革推進法】（平成24年法律第64号） 抜粋

○生活保護制度の見直し

○生活保護基準の見直し

生活保護

生活保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像
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生活困窮者自立支援法について

１．自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成

等）を実施する。
※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支給す
る。

２．就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。

・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

３．都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業で
あることを認定する。

４．費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金：国庫負担３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業：国庫補助２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業：国庫補助１／２

法律の概要

施行期日 平成２７年４月１日

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住
居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。
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新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業の関係

新法に基づく事業 生活保護法に基づく事業

生活困窮者自立相談支援事業 第55条の６に基づく被保護者就労支援事業

生活困窮者就労準備支援事業 第27条の２に基づき予算事業での実施を検討

生活困窮者家計相談支援事業

第27条の2に基づき予算事業での実施を検討

※ 今回の見直しで自ら収入及び支出を適切に把握することを受給

者の責務として位置づけている

生活困窮者の子どもの学習支援事業

その他の自立促進事業

生活保護受給者の子どもへの学習支援については、新

法の対象

生活困窮者住居確保給付金 （住宅扶助）

生活困窮者一時生活支援事業

※一定の住居を持たない者への宿泊場所供与等
（生活扶助、住宅扶助）

○ 生活保護法は、現に保護を受けている者（法第６条第１項）、現に保護を受けているといないとにかかわらず、
保護を必要とする状態にある者（法第６条第２項）が対象。

○ 生活困窮者自立支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ
る者（法第２条第１項）が対象（要保護者以外の生活困窮者） 。

※ ただし、子どもの学習支援事業については、生活保護受給家庭の子どもも、将来最低限度の生活を維持できなくなるおそ
れがあることから、新法の対象。

○ 新法に基づく事業と生活保護法に基づく事業が連携して、連続的な支援を行うことが重要。また、自立相談
支援事業において、生活保護が必要な場合には、確実に生活保護につなぐ。
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事業名 事業内容 対象要件

自立相談支援事業
就労その他の自立に関する相談支援、事業利
用のためのプラン作成等を実施

特になし

住居確保給付金
離職により住宅を失った生活困窮者等に対し
家賃相当の「住居確保給付金」（有期）を支
給

現行の住宅支援給付の要件を基に、省令にお
いて収入及び資産要件を設定

（参考）
住宅支援給付の要件
・収入要件（東京都区の場合、月収）
単身世帯：13.8万円未満
２人世帯：17.2万円以下

・資産要件
単身世帯：50万円以下
２人世帯：100万円以下

就労準備支援事業
就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活
自立段階から有期で実施

省令において、世帯収入が住民税非課税相当
以下の者を設定する予定

一時生活支援事業
住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊
場所や衣食の提供等を実施

省令において、世帯収入が住民税非課税相当
以下の者を設定する予定

家計相談支援事業
家計に関する相談、家計管理に関する指導、
貸付のあっせん等を実施

特になし

学習支援事業その他生
活困窮者の自立の促進
に必要な事業

生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業その
他生活困窮者の自立の促進に必要な事業を実
施

各実施主体において、地域の実情を踏まえ対
象者を設定

生活困窮者自立支援法の各事業の要件について
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新たな生活困窮者自立支援制度
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◆「中間的就労」の推進
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

◆家計相談支援事業
・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援

・家計再建資金貸付のあっせん

◆「住居確保給付金」の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆学習等支援
・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言
を実施

◆自立相談支援事業

・訪問支援（アウトリーチ）も含め、
生活保護に至る前の段階から早
期に支援

・生活と就労に関する支援員を配
置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点と
して機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に
向けた支援計画を作成

・地域ネットワークの強化など地域
づくりも担う

包括的な相談支援

◇ハローワークとの一体的支援
・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等に
より早期支援を推進

就労に一定期
間を要する者

◆就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

家計から
生活再建を
考える者

再就職のため
に居住の確保
が必要な者

緊急に衣食住
の確保が
必要な者

貧困の連鎖の
防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供

なお一般就労が困難な者

就労支援

家計再建支援

居住確保支援

子ども・若者支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

基本は現金給付ではなく自立に向け

た人的支援を、有期により提供

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（ ◆ ）を中
心に記載しているが、これ以外に様々な支
援があることに留意



自立相談支援事業について

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

※ 委託の場合は、自治体は受託機関と連携して制度を運営。行政は支援調整会議に参画し、支援決定を行うほか、社会資源の開発を担う。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

等の業務を行う。

新事業の概要

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性化、地域
全体の負担軽減が可能に。

各分野の支援事業・支援機関

生
活
困
窮
者

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

相
談
窓
口

包括的・継続的な支援

一時生活支援

就労準備支援、就労訓練事業

住居確保給付金

家計相談支援

学習支援

総合的なアセ
スメント

本人の主体性と
多様性を重視

自立生活のためのプランの作成 ○再アセスメントに
よる 評価

○プランの見直し

早期把握

フォローアップ

等

自立相談支援事業
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法定サービスに係る
自治体の支援決定

ハローワーク

法以外の各種支援事業・支援機関 民生委員・自治会・ボランティア

期待される効果



職種 主な役割

主任相談支援員
○ 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成

○ 困難ケースへの対応など高度な相談支援

○ 社会資源の開拓・連携

相談支援員

○ 生活困窮者への相談支援

・ アセスメント、プラン作成

・ 社会資源の活用を含む包括的な支援の実施

・ 相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ

就労支援員
○ 生活困窮者への就労支援

・ ハローワークや協力企業などとの連携

・ 能力開発、職業訓練、就職支援、無料職業紹介、求人開拓など

○ 自立相談支援事業については、以下の３職種を配置することを基本とすることを考えている。

※ 自治体の規模等によっては、相談支援員が就労支援員を兼務することなども考えられ、配置のあ
り方について、今後更に検討。

自立相談支援事業の体制について（案）



新事業の概要

住居確保給付金について

○ 有期の代理納付という仕組みの中で生活保護に至らないためのセーフティネットとして、効果を発揮。

○ 自立相談支援事業や就労準備支援事業との組み合わせにより更なる効果を目指す。

期待される効果

10

➢ 支給対象者
離職後２年以内かつ６５歳未満の者であって、①現在住居がない又は②住居を失うおそれのある者

➢ 支給要件（東京23区の場合）
①収入要件：（単身）月収約13.8万円未満、（２人世帯）17.2万円以下
②資産要件：（単身）預貯金50万円以下、（複数世帯）100万円以下
③就職活動要件：ハローワークでの月２回以上の職業相談、自治体での月４回以上の面接支援等

➢ 支給上限額（東京23区の場合）
単身：53,700円 複数世帯：69,800円

➢ 支給期間
原則３か月間（就職活動を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

◆ 支給決定件数：136,631件（平成21年10月～平成25年３月実績）

◆ 常用就職（※）率： 58.5％（平成24年度実績）
（※）期間の定めがない又は6ヶ月以上の雇用期間が定められた雇用契約による就職者

（参考）現行の住宅支援給付制度の概要及び実績

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、
所得等が一定水準以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給。

※ 現行、緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分）事業として平成21年10月から
行われている住宅支援給付事業（平成25年度末までの時限措置）の制度化を図る。



就労に向けた支援の充実・強化

◎ 生活困窮者の就労に向けた支援を充実・強化するため、就労準備支援事業の創設、就労訓練事業の
場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援

○自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

○自治体自ら実施する
就労支援○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練

・生活習慣確立のための指導や地域活動への参加
等の日常・社会生活自立のための訓練

一般就労

日常生活
自立

○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等
・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、

支援付きの就業の機会の提供などを行う
「就労訓練事業」の場の提供等を支援

社会参加

就労訓練事業
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対象者の状態 支援主体・事業 支援内容

１．一般的な職業紹介により
早期に就労が可能な者

ハローワーク 一般的な職業紹介
※公共職業訓練、求職者支援制度も利用。

２．就労に向けた準備が一定
程度整っており、個別の支援
により早期の就労が可能な
者

生活保護受給者等就労自立促進
事業
※自立相談支援事業の就労支援員と
ハローワークの担当者で構成される
就労支援チーム

（ハローワーク）

担当者制による、キャリアコンサルティング、履歴書の作成
指導、ニーズに応じた職業紹介、個別求人開拓、面接対策、
就労後のフォローアップ 等

（自立相談支援事業の就労支援員）
対象者の選定、ハローワークへの支援要請等

３．就労に向けた準備が一定
程度整っており、ある程度時
間をかけて個別の支援を行う
ことで就労が可能な者

自立相談支援事業の就労支援員 担当者制による、キャリアコンサルティング、履歴書の作成
指導、ハローワークへの同行訪問、個別求人開拓、面接対
策、就労後のフォローアップ 等

４．就労への移行のため柔軟
な働き方を認める必要がある
者

就労訓練事業（中間的就労） 支援付きの就労・訓練の場の提供
※自立相談支援事業の就労支援員は、就労訓練事業者の開拓を実
施。

５．生活リズムが崩れている
等の理由により、就労に向け
た準備が整っていない者

就労準備支援事業
※自立相談支援事業の就労支援員が、
ボランティア、就労体験などの場の
提供することもあり得る（就労準備
支援事業に比べ簡素・軽微なものを
想定）

就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、
計画的かつ一貫して実施

生活困窮者の状態に応じた就労支援（案）

※ 自立相談支援事業の就労支援員は、上記のほか、利用者の状態の定期的・継続的な確認を行う。

また、就労意欲が希薄等の理由により就労準備支援事業の利用に至らない者に対する就労意欲の喚起、セミナーの開催等必要
な就労支援を実施。 12



○ 一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援する事業（就労準備支援事業）を創設。

○ 福祉事務所設置自治体の事業（社会福祉法人等へ委託可）。６ヶ月～１年程度の有期の支援を想定。

○ 生活習慣形成のための指導・訓練（生活自立段階）、就労の前段階として必要な社会的能力の習得（社会自立段

階）、事業所での就労体験の場の提供や、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の取得等の支援（就労自立段

階）の３段階。事業の形式は、通所によるものや合宿によるもの等を想定。

新事業の概要

就労準備支援事業について

○生活習慣の形成等、個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労に就くための基礎的な能力の習得
が可能となる。

13

横浜市における就労意欲喚起事業
（就労準備のための訓練）

● 中区保護課で、平成23年10月から

新たな就労支援プログラムを開始。

● 平成24年9月現在、56人が受講し、

うち48人が修了、29人が就職。

支援のイメージ（現行の取組例）【横浜市】

期待される効果



○ 社会福祉法人、ＮＰＯ法人、営利企業等の自主事業として実施。軽易な作業等の機会（清掃、リサイクル、農作

業等）の提供と併せ、個々人の就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援を実施。

○ 対象者としては、就労準備のための支援を受けても一般雇用への移行ができない者等を想定。

○ 事業実施に際し、都道府県等が事業を認定する仕組みとする。

○ 立上げ時の初期経費の助成、税制優遇等を検討。

新事業の概要

就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の推進について

支援のイメージ

○ 個人の状況に応じた支援を行うことで、一般就労や求職活動を行うための動機付け・準備が可能となる。

期待される効果

14

相談支援事業所による
課題の評価・分析（アセ

スメント）、支援決定 支援付雇用型

非雇用型

・ 訓練計画に基づく就労訓練
・ 事業主の指揮監督を受けない軽作業
・ 就労支援担当者による就労支援・指
導等

・ 雇用契約に基づく就労
・ 比較的軽易な作業を想定
・ 就労支援担当者による就労
支援・指導等

・ 就労条件における一定の配慮（労
働時間、欠勤について柔軟な対応）

・ 雇用契約に基づく就労
・ 必要に応じ、相談支援事業
等によるフォローアップを実施

（課題の評価・分析（アセスメント）は約6ヶ月ごとに実施）

一 般 就 労就 労 訓 練 事 業



○ 福祉事務所設置自治体は、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、省令で定める期間内

に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。

（※緊急雇用創出事業臨時特例基金［住まい対策拡充等支援事業分］による平成25年度までの事業）
➢ 目 的
ホームレス等に対し、緊急一時的な宿泊場所を提供し健康状態の悪化を防止すること等によりその自立を支援する。

➢ 支援の内容
① 日常生活・健康面での支援
・ 緊急一時的な宿泊場所を提供し健康状態の悪化を防止する。
・ 保健所等との連携の下で健康診断等を必要に応じて実施。

② 就労に向けた支援
・ 就労に関する情報の提供を行うとともに、就労意欲のある利用者に対して、緊急一時的な本事業から、更に、個々人の
状況に応じたきめ細やかな就労自立に向けた支援を行う「ホームレス自立支援センター」の利用を促す。

③ その他
・ 福祉サービスの提供が必要な利用者に対して、福祉事務所等における支援が受けられるよう助言・指導を行う。

➢ 利用料
無 料

➢ 利用期間
原則３か月以内

◆ 実施自治体数（H24.3月現在）
都道府県又は市町村が設置し、設置形態として、施設を設置する形態(施設型)と、旅館やアパートを借上げて設置する形態(借上型)  がある。

○ 施設型・・・・全国で２自治体５施設（定員１，５１４人） ○ 借上型・・・・全国で４１自治体６３施設（定員６５２人）

（参考）ホームレス緊急一時宿泊事業（シェルター事業）の概要

新事業の概要

一時生活支援事業について

○ 自立相談支援事業と緊密に連携し、又は一体的に運用することにより、入居中に、課題の評価・

分析（アセスメント）を実施し、就労支援につなげるなど、現行以上の効果的な支援を行う。

期待される効果
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家計相談支援事業について

○ 福祉事務所を設置する都道府県又は市町村は、家計相談支援事業を任意で実施。家計相談支援事業は、

① 家計収支等に関する課題の評価・分析（アセスメント）と相談者の状況に応じた支援計画の作成

② 生活困窮者の家計の再建に向けたきめの細かい相談支援（公的制度の利用支援、家計表の作成等）

③ 法テラス等の関係機関へのつなぎ

④ 必要に応じて貸付のあっせん等を行う。

○ 福祉事務所設置自治体が直接実施するほか、地域の社会資源の状況に応じて社会福祉協議会や消費生活協同組合等の

貸付機関等に委託が可能。

○ 具体的な支援を担う「家計相談支援員」を養成し、相談支援の質を確保。

新事業の概要

支援のイメージ（現行の取組例）

○ 家計収支の改善、家計管理能力の向上等により、自立した生活の定着を支援。

期待される効果

※ 生活再生貸付事業は、グリーンコープ生協ふくおか、グリーンコープ生協くまも

と、グリーンコープ生協おおいた、グリーンコープやまぐち生協、グリーンコープ生

協 長崎で実施。

平成23年度末までに貸倒処理となったケースは15人
（約560万円、対貸付残高比：0.97％）。

相
談
者

【生活相談】

貸付後も一定期間定期的に
面談してフォロー

【必要に応じて貸付】

２３年度 開業累計 ２３年度 開業累計
電話件数 2,054 11,296 3,406 15,626
面談件数 1,229 6,561 2,140 9,082
貸付希望件数 900 3,788 1,607 5,710
貸付件数 265 903 514 1,401
貸付金額（万円） 14,500 58,182 29,176 87,023
貸付残高（万円） 23,713 - 42,157 -
貸付平均額（万円） 54.7 64.4 56.8 62.1

グリーンコープ生協ふくおか ５生協合計

16

・家計表の作成

・法テラス等の関係機
関へのつなぎ 等



○ 統合補助金事業により、地域の実情に応じた柔軟な事業運営を行う。

○ 例えば、生活困窮者の自立促進のための生活困窮家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援といった「貧困

の連鎖」の防止の取組や中間的就労事業の立ち上げ支援など育成支援等を行う。

生活保護世帯等の子ども及びその保護者に対しては、日常的な生活習慣の獲得、子どもの進学、高校進学者の中退防止等に

関する支援を総合的に行う事業が全国９４自治体で実施（平成24年度）

支援のイメージ（現行の学習支援に関する取組例）

新事業の概要

子どもの学習支援等について

○ 地域の創意工夫により、実情に応じた生活困窮者支援が可能となる。

○ 例えば、学習支援など効果的な事業に安定的に取り組むことができるようになる。

埼玉県生活保護受給者チャレンジ支援事業

【対象】埼玉県内（政令市以外）の生活保護受給世帯の中学
生全員及びその保護者等

【運営】一般社団法人に委託して学習支援等を実施。教員Ｏ
Ｂなどの教育支援員が、定期的な家庭訪問を行い、子ども
及び親に対して進学の助言等を行う。

県内１７カ所で週１～３回の学習支援室を開催し、学生ボラン
ティアによるマンツーマンの学習支援も実施。

【実績】 平成２４年度は中学３年生の対象者７８２人のうち３３１
人が参加。うち３２１人（９７％）が高校へ進学。

高知市高知チャレンジ塾における学習支援

【対象】 福祉部局と教育委員会が連携し、生活保護受給
世帯の中学生を対象とした学習支援を実施。

【運営】市が雇用した就学促進員（教員免許資格者）が定
期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働きかけ等
を行う。

民間団体に委託して、教員ＯＢ・大学生などの学習支援
員が週２回程度、市内５カ所で学習支援を実施。

【実績】 平成２４年度は生活保護受給世帯の生徒１０６人が
参加。中学３年生４３人のうち４１人が高校へ進学。

期待される効果
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施行に向けたスケジュール

18



19※ 政省令事項としては、国庫負担基準や就労訓練事業の認定基準、住居確保給付金の支給基準、就労準備支援事業の対象者等がある。
このほか、各事業の運営の在り方の詳細については、運営ガイドラインとして策定。

新たな生活困窮者自立支援制度の施行に向けたスケジュール（案）

平成２５年度 平成２６年度 平成
２７年度

前半（４～９月） 後半（１０～３月） 前半（４～９月） 後半（１０～３月）

法案・政省令等
（※）

生活困窮者自立促
進支援モデル事業
（自治体モデル事業）

社会福祉推進事業
（調査研究事業）

人材養成
（当面、国が直接実施）

※ 以下のスケジュールは現段階のイメージであり、今後変更があり得る。

政省令、運営ガイドライン

（素案）の作成（年度内）

政省令の公布

運営ガイドライン
（最終版）の作成

来年度予算の確保

運営ガイドライン
（2次案）の作成

相談支援員等の養成研修
カリキュラム、テキストの作成

相談支援員等の養成研修開始
（施行後5年程度で必要数を順次養成）

新
制
度
施
行
（
４
月
１
日
）

【平成25年度実施事業】

①自立相談支援機関の運営指針研究

②自立相談支援機関の標準様式研究

③就労支援に関する研究

④家計相談支援に関する研究

⑤子ども・若者の支援に関する研究

⑥生活困窮者に関する自治体計画研究

68自治体で実施
平成26年度執行方針

の提示（速やかに）

※ 平成26年度においては、施行を見
据えた実施箇所数の確保を目指す。

実態調査等を実施

民間シンクタンクを活用して、
複数の事業を同時に進め、各事
業の運営ガイドライン等の在り
方を研究

自治体モデル事業、社会福祉推進事業

の成果も踏まえて内容を検討

法律の成立・公布
（12月）



生活困窮者自立促進支援モデル事業
の概要

20



１．事業の目的

○ 生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な
相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活困窮者支援
の制度化に寄与することを目的とする。

２．実施主体

○ 都道府県、指定都市、中核市、又は市区町村（町村部は福祉事務所を設置している場合に限る。）

３．事業の概要

（１）自立相談支援モデル事業【必須事業】

→ 生活困窮者の課題の把握、支援計画を踏まえた包括的な支援、地域のネットワークづくり等を実施
（２）就労準備支援モデル事業

→ 一般就労に向けた生活習慣の確立、社会参加能力の形成、就労体験などの支援を実施
（３）「就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の推進」モデル事業）

→ 支援付きの就労機会を提供する就労訓練事業を行う事業者の育成支援を実施
（４）家計相談支援モデル事業

→ 家計収支全体の改善のため、家計管理に関する指導、貸付けのあっせん等の支援を実施
（５）貧困の連鎖の防止のための学習支援その他地域の実情に応じた生活困窮者の自立の促進に資する事業

４．平成２５年度予算

○ ３，００８，０００千円（積算上は概ね各都道府県ごとに１箇所程度で実施）

生活困窮者自立促進支援モデル事業の概要
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生活困窮者自立促進支援モデル事業 実施自治体

計 ６８団体 ・道府県 ２１
・指定都市 １０
・中核市 ７
・一般市、区 ３０

（H25.10.1現在）

22

№ 都道府県 実施主体
開始
時期

就労
準備

就労
訓練

家計 学習 その他 № 都道府県 実施主体
開始
時期

就労
準備

就労
訓練

家計 学習 その他 № 都道府県 実施主体
開始
時期

就労
準備

就労
訓練

家計 学習 その他

1

北海道

北海道 11月 25 富山県 氷見市 1月 ○ 49 鳥取県 鳥取県 10月 ○ ○ ○

2 札幌市 1月 ○ ○ 26 石川県 小松市 4月 50 島根県 島根県 4月 ○ ○ ○ ○

3 旭川市 1月 27 福井県 福井県 11月 ○ ○ ○ 51 岡山県 岡山市 10月 ○ ○ ○

4 釧路市 4月 28 長野県 長野県 4月 52 山口県 山口県 8月 ○ ○ ○ ○

5 岩見沢市 10月 ○ ○ 29 岐阜県 岐阜県 4月 ○ ○ ○ ○ ○ 53 徳島県 徳島県 9月 ○ ○ ○

6 青森県 青森県 10月 30 静岡県 富士宮市 10月 ○ 54 香川県 丸亀市 11月 ○ ○ ○ ○

7
岩手県

岩手県 4月 ○ ○ ○ 31
愛知県

愛知県 10月 55

高知県

高知県 11月

8 花巻市 10月 ○ 32 長久手市 1月 ○ 56 高知市 11月 ○

9 秋田県 湯沢市 10月 ○ ○ 33
三重県

名張市 7月 ○ ○ ○ ○ 57 須崎市 1月

10 山形県 山形市 10月 34 伊賀市 10月 ○ 58 土佐清水市 1月 ○

11 福島県 福島県 11月 35

滋賀県

大津市 1月 ○ ○ 59
福岡県

福岡県 11月 ○

12

千葉県

千葉市 12月 ○ ○ ○ 36 野洲市 4月 ○ ○ 60 福岡市 11月

13 船橋市 4月 37 東近江市 10月 ○ ○ 61 佐賀県 佐賀市 10月 ○ ○ ○

14 柏市 4月 ○ ○ 38

京都府

京都府 4月 ○ 62

熊本県

熊本県 10月

15 野田市 4月 ○ 39 長岡京市 5月 ○ ○ 63 熊本市 11月 ○ ○

16 佐倉市 10月 ○ ○ ○ 40 京丹後市 4月 ○ ○ ○ ○ ○ 64 菊池市 10月 ○

17 香取市 10月 ○ ○ 41

大阪府

大阪府 11月 ○ 65
大分県

大分県 10月 ○ ○ ○

18
東京都

足立区 4月 ○ 42 大阪市 1月 ○ ○ ○ ○ 66 臼杵市 10月 ○ ○ ○ ○

19 国分寺市 1月 ○ 43 豊中市 4月 ○ ○ ○ 67 鹿児島県 日置市 4月 ○

20

神奈川県

神奈川県 12月 44 箕面市 4月 ○ ○ ○ ○ 68 沖縄県 沖縄県
4月
8月

○

21 横浜市
4月
10月

○ ○ 45 柏原市 10月 ○ ○

22 川崎市 12月 ○ ○ 46 藤井寺市 10月

23 相模原市 10月 ○ ○ ○ 47 兵庫県 神戸市 9月 ○

24 新潟県 新潟県 4月 ○ ○ 48 奈良県 奈良市 9月 ○



好循環実現のための経済対策（平成２５年１２月５日閣議決定）に盛り込まれた事項
（地域社会におけるセーフティネット機能の強化）

＜目的＞

○ 雇用と住居を失った低所得者等に対するセーフティネット構築のため、都道府県に造成している「緊急雇用創出事業臨時特
例基金（住まい対策拡充等支援事業分）」の平成26年度末までの終期の延長及び所要額の積み増しを行い、若者等が社会に

参加し、潜在能力を発揮するための社会的包容力の構築を進め、就労支援の強化等による自立の助長や福祉・介護人材の確
保を図るとともに、住宅支援給付の継続やモデル事業の拡充などにより平成27年度に創設予定の新たな生活困窮者自立支援
制度への円滑な移行を進める。

＜内容＞

基金の積み増し
緊急雇用創出基金
〔住まい対策基金〕

各都道府県に造成

補助率：１０／１０
取り崩して事業を実施

都道府県

市町村

社会福祉法人・ＮＰＯ法人など

注：事業により実施主体は異なる
国

○ 生活困窮者自立促進支援モデル事業

新たな生活困窮者支援を先行的に実施するモデル事業の実施か所数を拡充し、制度の円滑な実施に向けた体制整備を進める

○ 住宅支援給付事業

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に住宅支援給付を支給

○ 自立支援プログラム策定実施推進事業

福祉事務所に就労支援員等を配置するなど生活保護受給者等の自立・就労支援のための福祉事務所の実施体制の強化を図る

○ 福祉・介護人材確保緊急支援事業

福祉・介護人材の安定的な確保・定着のため、進路指導・研修・職場体験の実施、マッチング機能の強化等を図る

○ 生活福祉資金（特例貸付を含む）相談員等体制整備事業

低所得世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図るた
めに必要な相談員等の体制整備を行う

○ 社会的包摂・「絆」再生事業

失業者等の路上生活化防止や生活再建を図るとともに、地域において「絆やつながり」を持ち続けることができるよう、住民ニーズの把握や見守り等の支援体制の
構築など地域支援の仕組みによる社会的包容力の構築を推進するための取り組みを支援する

【主な対象事業】
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人材養成について

24
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人材養成研修について（案）

○ 自立相談支援事業を実施するために配置される支援員は、生活困窮者が抱える
複合的な課題を的確に評価・分析し、必要に応じて関係機関とも連携しながら包
括的な支援を行うことが求められる。

○ こうした高い支援技術を有する支援員を全国的に確保するため、当面は、国に
おいて一貫性のある養成を図ることとしている。

○ 具体的には、来年度から、自立相談支援事業に従事する各職種の支援員（主任
相談支援員、相談支援員、就労支援員※）を計画的に養成していくため、それぞ
れの職種を対象とした養成研修を予算要求している。

※３職種の研修期間はそれぞれ６日間（計４２時間）を想定。
※自立相談支援事業において配置される就労支援員は以下の者とは別に配置されるものであることに留意。
・就労準備支援事業における就労準備支援担当者
・就労訓練事業における就労支援担当者
・生活保護法に基づく被保護者就労支援事業における就労支援員

○ なお、今年度は養成研修に必要なカリキュラムとテキストを作成する予定。

○ 今後、自立相談支援事業に従事する者のみならず、就労準備支援事業、家計相
談支援事業など、生活困窮者自立支援制度の各事業に従事する者の養成研修につ
いても検討。



研
修
実
施
機
関

【生活困窮者自立支援制度人材養成研修のイメージ】

○ 主任相談支援員、相談支援員等職種ごとの研修体系を整備。
○ 平成26年度においては、中央で職種ごとに各１回程度の研

修を実施。
○ 研修内容は、生活困窮者支援の理念や目的、自立相談支援

事業の実施プロセス、生活困窮者に対するアセスメント・プ
ランニング技術などを想定。

生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業

○ 新制度においては、生活困窮者が抱える複合的な課題を的確に評価・分析し、自立支援計画を策定す
るとともに、必要に応じて関係機関とも連携しながら包括的かつ継続的な相談支援を行うほか、地域
における社会資源のネットワークを構築するなど、地域づくりも行うことが必要となる。
○ このため、新制度を円滑に施行し、効果を上げるためには、こうした高い支援技術を有する人材を
全国で確保することが必要であることから、当面、国が計画的に均質な内容の研修を実施することに
より、質の高い人材の確保を進めて行く。

【特別枠要望額】本省費 45,078千円

国委託

【都道府県】

自
立
相
談
支
援
事
業
実
施
予
定
事
業
者

研修受講希望者の取りまとめ研修受講希望者名簿の登録

修了者名簿の登録・管理
修了証の発行

研修受講

【相談支援員等として従事する者】
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生活困窮者自立促進支援モデル事業

の実施状況について
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モデル事業の実施状況（まとめ）
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○ 今年度モデル事業については、実際には、10月以降に実施する自治体が約６割となっている。実施形態は、

自治体による直接実施は少なく、社会福祉協議会や既に生活困窮者支援に取り組んでいるＮＰＯ等に委託して実

施する自治体が多い。

○ 対象者や支援調整会議の開催等について、自治体によって考え方が異なり、国と自治体で認識を共有していく

必要がある。

○ 事業別にみると、例えば、就労準備支援事業について自立相談支援事業との整理が必要であったり、家計相談

事業について内容が決まっていない自治体があり、今後、国として丁寧に説明していく必要があると考えている。

○ モデル事業を実施する自治体がない空白県が１１県あり、平成２７年度に向けた課題と考えられる。

○ 先進的な自治体については、好事例として広く共有することが重要である。

（参考）モデル事業実施自治体における事業の進捗状況を把握し、また、自治体間相互の意見交換を促すことを目的に、全国６ブロックで会議

を実施。（第１回：８月下旬～９月上旬、第２回：11月中下旬）

自立相談支援モデル事業の状況

＜開始時期＞ ＜委託先＞

社協へ委託

28箇所

（37％）

NPOへ委託

8箇所

（11％）

その他の団体へ委託

20箇所

（26％）

委託先未定

9箇所

（12％）

直営

11箇所

（14％）

ｎ＝76

4月
19箇所
（28％）

10月
21箇所
（31％）

11-12月
13箇所
（19％）

1月
9箇所
（13％）

5-9月
6箇所
（9％）

※ 複数の地域で実施する自治体で、地域ごとに開始時期が異なる場合は、
いずれか早い開始時期で集計。

※ 複数の法人に委託する自治体があるため、箇所数の合計は
実施自治体数（６８箇所）とは一致しない。

ｎ＝68



モデル事業実施状況調査（開始時）
集計結果
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○ 平成２５年度社会福祉推進事業（自立相談支援機関設置・運営指針研究事業）において、自立相談支援機関の設

置・運営に関する指針を作成するため、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施する自治体（６８箇所）を対象に

状況の調査を実施。

【実施機関】一般社団法人北海道総合研究調査会

【調査期間】平成２５年１０月２１日～１１月１日

【回収状況】５４箇所／６８箇所（回収率７９．５％）

モデル事業実施状況調査（開始時）集計結果（抜粋）について

調査の概要調査の概要

１ 実施形態１ 実施形態
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○ 自立相談支援機関の設置について、委託が７割を超えており、委託先は、社会福祉協議会や社団法人や財団法人が多くなっている。

直営の場合については、必ずしも生活保護担当部署だけでなく、福祉以外の部署が担当していたり、複数部署が窓口となっているな

ど、他の部署が担当する自治体も多い。

○ 自立相談支援機関の設置場所については、役所内や受託した法人施設内が約半数となっており、他の施設や相談窓口と併設されてい

る場合が多い。

（２）直営の窓口担当部署（設置形態が「直営」「直営＋委託」を選択のみ）

生活保護担

当, 38.5%

その他の

福祉担当, 
23.1%

福祉以外の

担当, 15.4%

一つの窓口

ではなく、複

数部署（機

関）の連携, 
7.7%

その他, 
15.4%直営, 

11.9%

委託, 
76.1%

直営+委託, 
7.5%

無回答, 
4.5%

（１）自立相談支援機関の設置形態

※ 調査の回収率が79.5％であるため、Ｐ28の
委託先の割合と異なる
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1. 社会福祉法人（社協は除く）

5. 株式会社等

6. ＮＰＯ法人

未定・現在選定中 等

2. 社会福祉協議会

3. 医療法人

4. 社団法人・財団法人

7. その他

10.3%

33.8%

0.0%

19.1%

4.4%

10.3%

7.4%

14.7%

0% 20% 40%

（３）委託先（設置形態が「委託」「直営+委託」を選択のみ） （４）委託選定の決め手となった要因
（設置形態が「委託」「直営+委託」を選択のみ）

4. 地域でのネットワークが豊富

5. 経営基盤がしっかりしている

1. これまでの類似事業において実績がある

2. 専門的な人材が確保されている

3. 就労につなげるネットワークがある

6. その他

69.6%

55.4%

33.9%

37.5%

7.1%

21.4%

0% 50% 100%

役所・役場内, 
25.0%

法人施設内, 
23.9%

公的施設内, 
12.0%

民間事務所ビ

ルに借用, 
18.5%

商業的施設内, 

2.2%

その他, 14.1%
無回答, 4.3%

（５）自立相談支援機関の設置場所 （６）他の併設施設・相談窓口等の有無

有, 70.7%

無（自立相談支

援機関のみ）, 
23.9%

無回答, 5.4%



32

（１）庁内関係部署との具体的な協議の場の設置状況 （２）協議の場の参加部署・課（庁内との協議の場が「有」を選択のみ）

5. 商工労働（雇用）

1. 生活保護

2. 高齢者福祉

3. 障害者福祉

7. 教育

8. 住民税

9. 公営住宅

6. 子育て

10. 国保・年金

11. その他

4. 健康・医療

91.2%

67.6%

85.3%

52.9%

82.4%

76.5%

61.8%

29.4%

29.4%

29.4%

41.2%

0% 50% 100%

○ 庁内関係部署との協議の場を設置している自治体は約半数であり、福祉分野のみならず、雇用、子育て、税、住宅、産業など、様々な

分野との連携が図られている。

２ 庁内体制の整備２ 庁内体制の整備

有, 50.7%無, 47.8%

無回答, 1.5%

4. 自殺予防対策

5. ひきこもり支援

1. 障がい者・障がい児福祉

2. 高齢者福祉

6. ひとり親支援

7. 若年者就労支援

3. 子育て支援

71.6%

56.7%

49.3%

32.8%

56.7%

50.7%

65.7%

0% 50% 100%

（３）モデル事業実施にあたり関連計画・施策と連携する、または連携を予定している分野

0% 50% 100%

12. 教育

13. その他

8. 農林水産業の推進

9. 商業の振興

10. 地域福祉の推進

11. まちづくり

14. 特に連携を考えていない

6.0%

11.9%

64.2%

6.0%

34.3%

20.9%

1.5%



33

３ 関係機関との連携体制３ 関係機関との連携体制

（１）庁外の関係機関・関係者との協議の場の設置状況 （２）有識者の協議の場への参加・参加予定

有, 44.8%

無, 53.7%

無回答, 
1.5%

参加してい

る, 33.3%
参加して

いない, 
66.7%

○ ４割強の自治体で庁外の関係機関等との協議の場が設置されており、福祉事務所、ハローワークだけでなく、保健所や地域包括支援

センター、民生委員・児童委員など様々な分野との連携が進められている。

（３）地域の生活困窮者支援体制構築にあたり連携を呼びかける機関

3. ハローワーク

4. 職業訓練機関（職業訓練校・施設を含む）

5. 就労支援をしている各種の法人・団体（中間的就労を含む）

1. 福祉事務所（生活保護担当部署）

2. 家庭児童相談室（福祉事務所）

9. 保健所・保健センター

10. 障害者就業・生活支援センター

11. 障害者就労支援事業所

6. 医療機関

7. 地域包括支援センター

8. 居宅介護支援事業所・その他介護事業所

15.学校・教育機関

16. 地域若者サポートステーション 

17. 地域子育て支援センター・その他子育て支援機関

12. その他障害者支援機関・施設 

13. 児童相談所・児童家庭支援センター

14. 医師会・歯科医師会・薬剤師会

21. 小口貸付（社協以外）

18. 婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター 

19. 家計相談支援機関

20. 小口貸付（社会福祉協議会）

94.0%

49.3%

88.1%

19.4%

46.3%

16.4%

53.7%

9.0%

53.7%

35.8%

23.9%

20.9%

25.4%

1.5%

25.4%

64.2%

9.0%

19.4%

13.4%

82.1%

7.5%

0% 50% 100%

22. 権利擁護・成年後見（社会福祉協議会）

23. 権利擁護・成年後見（社協以外）

24. 社会福祉協議会（小口、権利擁護以外）

25. 法テラス・弁護士（会）

26. 消費生活協同組合

27. 消費生活センター

32. 民生委員・児童委員

33. ＮＰＯ・ボランティア団体

34. 商店街・商工会等経済団体

28. 警察 

29. 更生保護施設・自立準備ホーム

30. 地域生活定着支援センター

31. ホームレス支援機関

38. その他

39. なし、または未定

35. 農業者・農業団体

36. 一般企業

37. 町内会・自治会、福祉委員等

59.7%

0.0%

67.2%

37.3%

10.4%

32.8%

11.9%

9.0%

10.4%

32.8%

65.7%

41.8%

13.4%

6.0%

9.0%

13.4%

10.4%

3.0%

0% 50% 100%
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４ 職員体制４ 職員体制

（１）自立相談支援機関の職員配置予定（人口規模別） （２）相談支援に従事する職員のうち、主に就労支援を
担当する職員の有無

１圏域あたり平均職員数 単位：人

職員数

（計） 常勤 非常勤 常勤 非常勤

5万人未満 3.4 2.7 0.4 0.3 0.0

5万人以上10万人未満 4.6 3.2 0.8 0.5 0.2

10万人以上30万人未満 4.6 2.6 1.5 0.5 0.0

30万人以上50万人未満 9.8 3.7 4.2 1.0 1.0

50万人以上100万人未満 7.9 6.4 0.7 0.3 0.4

100万人以上 11.8 6.1 4.1 1.3 0.2

全体 6.3 3.7 1.8 0.6 0.2

相談支援に従事す
る職員

その他の事務職員

有, 49.3%

無, 44.8%

無回答, 
6.0%

（３）相談支援に従事する職員が保有する資格

1. 社会福祉士

2. 精神保健福祉士

3. 保健師

4. 社会福祉主事

5. 介護支援専門員

6. 障害者相談支援専門員

7. 消費生活専門相談員

18.0%

7.1%

2.0%

14.6%

5.8%

1.0%

1.4%

0% 20% 40%

○ 相談員の配置基準については今後検討されることになっているが、本年度のモデル事業においては、概ね人口に比例して配置職員数が

増えている。

○ 約５割の自治体が相談員のうち主に就労支援を担当する職員を配置している。

○ 相談員が保有する資格としては、社会福祉士や社会福祉主事が多くなっている。

14. 特になし

8. ファイナンシャルプランナー

9. 産業カウンセラー

10. 貸金業取扱主任

11. 多重債務相談窓口担当者等スキルアップ研修修了

12. 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修修了

13. その他

4.1%

6.5%

0.0%

0.3%

1.0%

32.0%

24.5%

0% 20% 40%
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５ 把握・アウトリーチの方法５ 把握・アウトリーチの方法

支援対象者の把握・アウトリーチの方法（複数回答）

1.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（福祉関係機関・

窓口・関係者）

2.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（ＨＷ、若者サポ

ステ等の労働関係機関）

3.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（教育関係機関）

4.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（医療関係機関）

8.新聞配達所、郵便・宅配事業者等の日常生活に関わ

る民間事業者と連携し、情報提供

9.電気・水道・ガス等の公共インフラ事業者と連携し、情

報提供

5.地域の関係機関からの紹介・つなぎ（その他：矯正・

更生施設、ＮＰＯ等支援団体等）

6. 地域の関係機関からの紹介・つなぎ（民生委員、自

治会等）

10.ホームレスの支援に係る巡回活動を通じたアプロー

チ

7.地域の居場所や当事者団体などインフォーマルな社

会資源からの情報

94.0%

67.2%

37.3%

31.3%

47.8%

71.6%

38.8%

7.5%

10.4%

4.5%

0% 50% 100%

○ 対象者の把握については、地域の関係機関から紹介・つなぎを受けることや電話による相談が多く、また、公共料金の事業者との連

携により、情報提供を受ける仕組みを構築している自治体も見受けられる。

○ また、単に窓口で相談を待つだけではなく、ホームレス支援に係る巡回活動や出張窓口の開設などにより、積極的に生活困窮者を発

見する取組を行っている自治体もある。

16.ＨＰにおけるメールフォーム

17.ＴＶ・ラジオ等を利用した広報活動

18.ホームページ、ブログの開設、twitter、facebook等に

よる広報活動

19.行政・関係機関の窓口やネットカフェ等におけるチラ

シの配布・掲示

20.その他

13.学校における出張相談窓口の設置

14.電話での相談受付

15.メール・ＦＡＸでの相談受付

11.市町村役場、ＨＷ等公的機関における出張相談窓

口の設置

12.商店街の一角や商業施設等における出張相談窓口

の設置

19.4%

1.5%

3.0%

76.1%

28.4%

14.9%

7.5%

38.8%

62.7%

9.0%

0% 50% 100%
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６ 支援調整会議の実施６ 支援調整会議の実施

（１）開催時期（複数回答）

○ 支援調整会議は、日程を決めて定期的に開催する場合と対象者に合わせて随時開催する場合があるが、随時開催の割合が多くなって

いる。また、定期的に開催されている会議の方が１回あたりの取扱ケース件数が多くなっている。

1. 定例的に開催

2. 対象者に合わせて随時開催

3. わからない・未定

4. その他

29.9%

52.2%

26.9%

4.5%

0% 20% 40% 60%

（２）1回あたり取扱いケース件数

定期的に開催　 平均 8.4 件

随時開催　 平均 2.4 件

開始時に想定している（想定していた）「出口」

一般就労

就労訓練（中間的就労）

社会参加の場・機会

その他

64.2%

47.8%

53.7%

17.9%

0% 50% 100%

７ 出口へのつなぎ７ 出口へのつなぎ

○ 対象者に応じて、就労による自立だけでなく、社会参加の場も「出口」として想定されている。
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８ 地域づくり８ 地域づくり

（１）他の協議会等との連絡調整・報告の予定

（３）不足している社会資源（社会資源の状況が「どちらかといえば不足」「不足」を選択のみ）

3.要保護児童対策地域協議会

1.地域包括支援センター運営協議会

6.特になし

5.その他

2.障害者地域自立支援協議会

4.民生・児童委員協議会

17.9%

13.4%

4.5%

25.4%

17.9%

52.2%

0% 20% 40% 60%

（２）地域における社会資源を行うための社会資源の状況

どちらかと

いえば充足, 
4.5%

どちらともい

えない, 
31.3%

どちらかと

いえば不足, 
31.3%

不足, 26.9%

無回答, 
6.0%

7. 地域のキーパーソン

2. 就労訓練（中間的就労）の場

3. 居場所・サロン

4. 貸付期間

1. 一般就労先

5. 金銭管理を支援する機関

6. 生活スキルの獲得の場

79.5%

82.1%

51.3%

33.3%

33.3%

66.7%

12.8%

0% 50% 100%

○ 他の協議会等との関わりについて、高齢者や障害者、民生・児童といった既存の協議会等との連携が予定されている。

○ 社会資源について、「どちらかといえば不足」「不足」としている自治体が約６割となっており、その中でも特に就労先（一般就

労、中間的就労）が不足していると捉えている地域が多く、また、ＮＰＯ等の支援団体が不足している地域もあり、公的な資源だけで

なく、インフォーマルな資源も含めた資源の開発が必要である。

0% 50% 100%

11. 障害者関係施設

12. 高齢者関係施設

13. その他

8. ピアサポート

9. NPO等の支援団体

10. 医療機関

15.4%

46.2%

7.7%

2.6%

5.1%

10.3%



モデル事業実施自治体における
支援実績（中間報告）
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○ 平成２５年度社会福祉推進事業（自立相談支援機関設置使用標準様式研究事業）において、自立相談支援機関にお

いて使用する標準様式を作成するため、生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施する自治体（６８箇所）を対象に

支援状況の調査を実施。

【実施機関】 みずほ情報総研株式会社

【調査期間・対象】平成２５年８月～１０月新規受付ケース

【回収状況】 ２０自治体から６９７ケース（11月10日報告分）

モデル事業実施自治体における支援実績（中間報告）（抜粋）について

調査の概要調査の概要

１ 新規相談受付状況１ 新規相談受付状況
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（１）新規相談受付件数（自治体別月間平均件数）

○ 自治体によって、モデル事業の開始時期や自立相談支援機関の設置状況などが異なるため、一概に人口規模で比較はできないが、月間

平均で2～40件弱の新規相談受付があり、相談者は男性が多く、4０歳代、50歳代が多くなっている。

相談経路については、関係機関・関係者による紹介が４割弱となっており、次いで本人による来所が24.1％と多くなっている。

（単位：件）

自治体名
人口

（千人）
8月 9月 10月 合計

月間

平均

北海道釧路市 180 11 5 5 21 7.0

北海道岩見沢市 87 - - 2 2 2.0

千葉県船橋市 615 9 5 4 18 6.0

千葉県野田市 156 - - 26 26 26.0

千葉県柏市 402 8 5 4 17 5.7

神奈川県横浜市 3,707 3 4 17 24 8.0

長野県 2,165 39 42 35 116 38.7

新潟県 2,361 23 27 39 89 29.7

石川県小松市 109 3 2 8 13 4.3

京都府京丹後市 59 6 11 12 29 9.7

京都府 2,587 21 20 12 53 17.7

自治体名
人口

（千人）
8月 9月 10月 合計

月間

平均

奈良県奈良市 364 - 16 52 68 34.0

滋賀県東近江市 116 - - 15 15 15.0

大阪府箕面市 133 7 7 4 18 6.0

兵庫県神戸市 1,555 - - 2 2 2.0

徳島県 785 5 21 25 51 17.0

山口県 1,447 8 17 19 44 14.7

佐賀県佐賀市 236 - - 2 2 2.0

熊本県菊池市 51 - - 9 9 9.0

沖縄県 1,437 31 32 17 80 26.7

合計 174 214 309 697
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（２）新規相談受付状況

２ スクリーニング実施状況２ スクリーニング実施状況

①性別 ②年齢 ③相談経路（複数回答）

（１）スクリーニング結果

※新規相談受付の697件のうち、スクリーニングに至らなかった
ケース等を除いた、スクリーニング実施603件についての内訳。

○ スクリーニング（振り分け）の結果、自立相談支援機関において支援を行うこととなったケースが5割弱、他制度・他機関等へつない

だケースが４割弱となっている。

男性
64.1%

女性
35.4%

不明
0.4%

（N=697）

～10代
4.7% 20代

14.5%

30代
17.6%

40代
24.0%

50代
21.7%

60～64歳
6.9%

65歳～
7.6%

不明
3.0%

（N=697）

（N=697）

情報提供・

相談対応

のみで終了
13.6%

他制度・

他機関等へ

のつなぎ
37.7%

自立相談支

援機関支援

(=新規支援

者)
48.3%

不明
0.5%

（N=603）

24.1%

13.3%

5.5%

3.3%

0.9%

37.2%

9.5%

6.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

本人（来所）

本人（電話）

家族・知人（来所）

家族・知人（電話）

自立相談支援機関が把握

関係機関・関係者紹介

その他

不明



支援決定数
55.4%

支援未決定

数
44.6%
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３ 支援決定状況３ 支援決定状況

※スクリーニングの結果、自立相談支援機関での支援に
至ったケースの内訳。

の者がともに約25％いる。

○ ８月から10月に新規相談受付したもののうち、約半数が支援決定されており、本人の状況としては経済的困窮だけではなく、就職活

動難、病気の割合が高くなっており、同居者がいない者、未婚者がともに５割を超えている。

○ また、本人収入がある者が５割を超えているが、そのうち約半数が生活保護による収入となっており、モデル事業において生活保護受

給者が一定程度支援を受けていることがうかがえる。

○ 就労状況については、求職中のケースが44.6％である一方、無職（求職せず）の層も３割程度おり、離職後２年未満の者、２年以上

の者がともに約25％いる。

（２）支援決定（初回プラン）ケースの状態像
①年齢 ②同居者 ③婚姻

（１）支援決定（初回プラン）の状況

（N=298）

～10代
7.3%

20代
11.5%

30代
15.8%

40代
28.5%

50代
22.4%

60～64歳
9.1%

65歳～
3.6%

不明
1.8%

（N=165）

有
57.0%

無
43.0%

不明
0.0%

（N=165）

未婚

52.1%

既婚

12.7%

離別

20.6%

死別

2.4%

その他

10.9%
不明

1.2%

（N=165）



30.3%
4.2%

9.7%
11.5%

13.3%
3.0%

18.8%
4.8%

3.0%
41.8%

9.7%
47.3%

7.9%
0.6%
1.2%

4.8%
6.7%
6.1%

0.6%
6.1%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

病気

けが

障害（手帳有）

障害（疑い）

うつ・自死企図

依存症

その他メンタルヘルスの課題

ホームレス

刑余者

経済的困窮

（多重）債務

就職活動難

ニート・引きこもり

不登校

非行

中卒・高校中退

ひとり親

DV・虐待

外国籍

その他

不明

24.4%

2.2%

15.6%

54.4%

11.1%

12.2%

10.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

就労収入

家賃・地代・利子

年金

生活保護

手当

家族等による援助

その他
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④本人収入 ⑤本人収入の内訳（本人収入有の場合、複数回答） ⑥就労状況

⑦直近の離職後の期間（就労中除く） ⑧最終学歴

⑨本人の状況（複数回答）

有
54.5%

無
34.5%

不明
10.9%

（N=165）

（N=90）

就労中
13.3%

就労予定
1.2%

求職中
44.2%

無職

（求職せず）
33.1%

不明
7.9%

（N=165）

6ヵ月未満
16.8% 6ヵ月～1年

未満
5.6%

1年以上～2
年未満

4.2%

2年以上
27.3%

不明
46.2%

（N=143）

中学

（高校未入

学）
10.2%

中学

（高校中退）
3.6%

高校
25.5%

専門学校
6.1%大学・大学

院
9.1%

その他
1.8%

不明
43.6%

（N=165）

（N=165）
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４ プランの内容４ プランの内容

（１）プランに関わる関係機関・関係者（初回プラン）（複数回答）

支援事業が多く利用されている。

○ プラン（支援計画）には福祉事務所やハローワークだけではなく、医療機関や地域包括支援センター等の既存の関係機関との連携が見
られ、また、公的な機関以外にも、就労支援を行っている法人・団体や、ＮＰＯ・ボランティア等のインフォーマルな関係者とも協働
し、支援が提供されている。また、プランにおいて、一般就労を目標に掲げている割合は６割を超えており、支援内容としては就労準備
支援事業が多く利用されている。



掲げている
61.8%

掲げていない
38.2%

44

（２）プラン期間内で一般就労を目標に掲げているか

※再プラン含む。

（３）プランにおける生活支援サービス等利用の状況

５ 支援により見られた変化５ 支援により見られた変化

○ 支援が提供されたケースのうち、評価に至った27件について、就労開始（一般就労）したケースが8件あるなど、一定の効果が見られ

る。

○ また、経済的な変化以外にも、自立意欲の向上・改善や生活習慣の改善などが見られる。

（１）経済的変化（複数回答） （２）経済的変化以外の変化（複数回答）

※支援を提供したケースのうち、評価に至った27件について、
（１）は経済的変化が見られた事項、
（２）はその他の変化が見られた事項の内訳。

（N=170）

（N=170）

経済的変化 件数 構成比

生活保護適用 3 11.1%

生活保護廃止 2 7.4%

生活保護減額 0 0.0%

就労開始（一般就労） 8 29.6%

就労開始（中間的就労） 0 0.0%

就労収入増加 5 18.5%

就職活動開始 8 29.6%

職業訓練の開始、就学 1 3.7%

その他の変化 件数 構成比

社会参加機会の増加 5 18.5%

健康状態の改善 3 11.1%

生活習慣の改善 6 22.2%

家計の改善 2 7.4%

対人関係・家族関係の

改善
5 18.5%

自立意欲の向上・改善 9 33.3%

その他 4 14.8%

6.5%

1.8%

12.4%

35.3%

1.8%

5.9%

1.2%

10.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

一時的な居住等の支援

住宅支援給付金

家計相談支援事業

就労準備支援事業

中間的就労

就労支援員による相談

貸付のあっせん

ハローワークへのつなぎ
※再プラン含む。



生活困窮者自立支援制度の
構築に向けたポイント
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○ 各自治体において、新制度を着実かつ効果的に実施するために、準備段階となる
現時点において、ポイントになると考えられる点を参考までに整理したもの。

○ 新制度の体制を構築するに当たっては、検討課題１～５をクリアしているか、ひとつ
ひとつ確認の上、進めていくことが考えられる。



検討課題１：法の趣旨の理解

○ 新制度は、我が国の経済社会の構造的変化を踏まえ、生活保護手前の生活困窮者の自立を支援

する仕組み。

○ 制度運営における目標は、

・生活困窮者の自立と尊厳の確保 ・困窮者支援を通じた地域づくり

○ その具体的なすがた（特徴）は、

・包括的な支援 ・個別的な支援 ・早期的な支援

・継続的な支援 ・分権的・創造的な支援

○ こうした制度の理念を十分理解した上で体制整備を行うことが必要。

○ 対象者は、

・ 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者

（学習支援事業を除き生活保護受給者以外の生活困窮者（※））

・ その上で、上記理念に照らし、複合的な課題を抱える困窮者を幅広く受け止める。

※ モデル事業においては、生活保護受給の有無に関わらず事業の対象としている。法施行後は生活困窮者自

立支援制度と生活保護制度が一体的に運用できるよう、国において検討。
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検討課題２：庁内体制の構築

○ 主管部局の決定は、法の趣旨に即した包括的な支援を行うことができる体制を構築しつつ、支
援効果を最大限高めるという観点から検討。

※ モデル事業においては、生活保護、地域福祉、商工労働、市民生活等の担当課が主管課となっている。

また、新しい体制を検討している自治体もある。

○ こうした観点から、福祉部局内のみで検討するのではなく、全庁的に検討することが望ましい。

○ いずれの部局が担当するにしても、関係部局と緊密に連携することが必要であり、部局横断的
な体制を設定。

※連携が必要となる関係部局の例：福祉関係課（保護担当、地域福祉担当のほか、高齢福祉、障害福祉、児童

福祉の各担当）、保健医療関係課、住宅関係課、商工関係課、教育委員会・

教育関係課、税務課、保険・年金関係課、水道課、市民生活関係課、人権担

当課

○ 対象者の早期把握のため、税・保険料や公共料金の担当と連携し、気になる生活困窮者が自立
相談支援事業につながるよう紹介ルールを設定。

【参考】滋賀県野洲市：31の課・組織が参画する委員会を設置。税、国民健康保険、水道担当等の滞納情報を活用する
ことで、生活困窮者の早期把握・早期支援。
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検討課題３：実施方法の検討
○ 各事業は、直営方式も委託方式も可能。地域の実情や当該自治体の体制整備に関する長期構想
に応じて戦略的に検討。

○ 自立相談支援事業については、新しい相談窓口を創設することも可能なほか、福祉事務所、
地域包括支援センター、障害相談支援事業所、消費者相談窓口等の機能拡大によることも考え
られ、幅広い候補から検討。

※ 既存相談窓口の機能拡大は、サービスの集約化により利用者の利便性に寄与。

○ 自立相談支援事業を委託する場合は、
・ 包括的な支援が可能であるか
・ 就労に向けた支援が期待できるか、逆に支援内容が就労支援に偏らないか
などに特に留意。真に実効性のある委託先を慎重に検討。

○ 包括的な支援を可能とするため、一つの法人のみならずいくつかの法人が自立相談支援事業を
担えるよう、委託方法を工夫するということも考えられる。

○ 委託の場合であっても、いわゆる「丸投げ」とならないようにする。行政には支援決定や支援
調整会議への参画が求められる点や、不足する社会資源の強化・開発には行政が主導的な役割を
担う必要があることに留意。

【参考】

○高知県高知市：モデル事業の実施主体が、高知市と高知市社会福祉協議会等が連携した運営協議会

○岩手県：自立相談支援事業の実施主体が商工会議所。また、県、市、ハローワーク、社会福祉協議会などが１箇所

に集まり、ワンストップで生活や就労に関する相談が一体的に行われている 48



検討課題４：関係機関との連携体制の確保
○ 自立相談支援事業は、就労準備支援事業や家計相談支援事業などの法定事業のほか、法外のさまざま
な制度・機関を上手に活用して、包括的な支援を展開。（自立相談支援事業がすべて抱え込むのでは
ない。行政においては、生活困窮者自立支援制度と他の福祉雇用分野のさまざまな取組と政策協調を図
る。）

○ 自立相談支援事業の運営機関、福祉事務所、ハローワークの３者は特に緊密に連携する体制を構築。

○ そのほか、例えば、学校や教育委員会、地域若者サポートステーション、引きこもり地域支援セン
ター、社会福祉協議会、障害者相談支援事業所、地域包括支援センター、消費生活相談窓口、更生保護
施設、商工会議所等、多岐にわたる関係機関との連携体制を一つひとつ着実に構築。

○ 民生委員や自治会、ボランティアといったインフォーマル部門も、生活困窮者の発見や見守りに
は重要であり、ネットワークを構築。

【参考】長野県：連絡会議に県や市の関係部署が入っており、社会福祉関係団体だけではなく経営者団体等も参画
し、広範かつ多数の地域ネットワークが構築されている。
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検討課題５：協議の場の設定
○ 包括的な支援体制、ネットワークを構築するには時間も要するが、まずその第一歩として、協議の場
を設定。
・ まずは庁内のプロジェクトチームの立ち上げ
・ その後、外部を含む中核となる関係者が集まる場を設定。体制整備の進展に応じ、徐々にメンバー
の拡充も検討。

○ 外部関係者も集まる協議の場については、まずは既存の協議会の活用から検討。

○ このような「協議の場」が制度実施後には、支援調整会議として機能することも考えられる。



市民部 生活安全課職員
市民部 協働推進課職員
市民部 市民生活相談課職員
健康福祉部 社会福祉課職員
健康福祉部 障がい者自立支援課職員
健康福祉部 地域生活支援室職員
健康福祉部 こども課職員
健康福祉部 子育て家庭支援課職員
健康福祉部 家庭児童相談室職員
健康福祉部 高齢福祉課職員
健康福祉部 健康推進課職員
健康福祉部 保険年金課職員
都市建設部 住宅課職員
環境経済部 環境課職員
環境経済部 商工観光課職員
環境経済部 上下水道課職員
教育委員会 教育総務課職員
教育委員会 学校教育課職員
教育委員会 人権教育課職員
教育委員会 生涯学習スポーツ課職員
野洲市地域包括支援センター職員
野洲市子育て支援センター職員
ふれあい教育相談センター職員
野洲市発達支援センター職員

【野洲市】市民相談総合推進委員会設置要綱（抄）

※ 平成２５年８月２日モデル事業担当者連絡会議・野洲市説明資料から抜粋・一部改変

(協議事項)
第2条 委員会は、市民相談に関する次に掲げる事項に
ついて協議する。
(1) 問題の解決のためのネットワーク形成及び具体的
な対応策に関すること。
(2) 啓発活動に関すること。
(3) 委員の知識習得、相談対応、支援策等の技術向
上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必
要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、市民部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部市民生活相談課にお
いて処理する。
別表(第3条関係)
政策調整部 企画調整課職員
総務部 人事課職員
総務部 人権施策推進課職員
総務部 人権センター職員
総務部 野洲地域総合センター職員
総務部 市民交流センター職員
総務部 税務課職員
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○代表（市健康福祉部長）

○副代表（市社協事務局長）

○事務局長（市職員兼務）

○事務局次長（市社協職員兼務）

●構成団体

高知市

高知市社会福祉協議会

ハローワーク高知

こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

実施体制の運用管理，円滑な支援に向けた組
織体制管理

運営協議会

運用管理

事業報告

高知市生活支援相談
センター

ｾﾝﾀｰ長 相談・支援担当①

相談・支援担当②

相談・支援担当③

相談・支援担当④

相談・支援担当⑤

ｽﾀｯﾌ，事務職は運営協議会が雇用する職員

ｾﾝﾀｰ長は市職員が兼務

副ｾﾝﾀｰ長は市社協職員が兼務

支援調整会議の調整

対象者本人と協働し支援ﾌﾟﾗﾝ(案)の策定

関係機関のﾈｯﾄﾜｰｸづくり

社会資源の開発

支援終結後における見守りやﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

帳票管理，ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

経理・庶務担当

高知市社会福祉協議会

副ｾﾝﾀｰ長

連携・調整

●高知市 ●市社協

●市民児協連合会 ●ﾊﾛｰﾜｰｸ高知

●こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

●高知県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会

●対象者本人（必要に応じて）

ｾﾝﾀｰが策定した支援ﾌﾟﾗﾝ(案)の協議，調整，確認
を行う

支援決定については市が行う

支援ﾌﾟﾗﾝの見直し

支援の実施，評価

社会資源の開発等

支援調整会議体制

会議調整・
評価報告

ﾌﾟﾗﾝ決定

●高知市 ●市社協

●ﾊﾛｰﾜｰｸ高知

●こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

●その他のｻｰﾋﾞｽ提供事業者

決定した支援ﾌﾟﾗﾝに基づき支援を実施

支援実施機関○ 総合相談窓口の開設場所

【高知市】総合相談窓口の運営体制
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介護サービス

介護保険課

障がい者サービス

障がい福祉課

国民健康保険

保険医療課

病気や医療

地域保健課

健康相談

健康づくり課

各種年金

中窓(国民年金係）

消費生活センター

市民生活課

市営住宅

住宅課

若者就職応援ｾﾐﾅｰ

商工振興課幼稚園就園奨励
高知チャレンジ塾

学校教育課

教育相談

教育研究所

就学援助・奨学資金

人権・こども支援課

市税

税務管理課

就労支援

ﾊﾛｰﾜｰｸ高知

ニート等就労支援

若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ

生活福祉資金

社会福祉協議会

包括的支援

福祉課

ワンストップ型の相談窓口
情報とサービスの拠点

包括的支援のハブ的な機能
伴走型支援

高知市生活支援相談センター

高齢者サービス

高齢者支援課

生活保護

第一・第二福祉課

住宅支援給付

福祉管理課

母子・子育て

子育て支援課

子どもの保育

保育課

支援員

支援員が各課に電話で相談 関係機関で支援調整会議支援員が各課へ同行案内

各種相談（市民会館）・ＤＶ

人権同和・男女共同参画課

【高知市】事業実施に向けての連携体制
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仕事がなくて経済的に困っています。
子どもの給食費も払えません。
借金もあるんです・・・

就労支援

ﾊﾛｰﾜｰｸ高知

就学援助

人権・こども支援課

消費生活センター

市民生活課

既存の窓口・制度を紹介することで課題が解決される場合もあるが，そうでない場合は，生活

相談支援センターがスクリーニング・アセスメントを行い，関係機関と連携のうえ，支援プランを

策定する。

生活困窮者を含め，関係機関で支援調整会議を開催することも想定されている。

支援プランに基づく支援サービスの提供

困窮状態からの脱却

生活保護等

福祉事務所
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【高知市】高知市生活支援相談センター

高知市生活支援相談センター



市税

税務管理課
市税の督促状を発送 市税の督促状かぁ・・・

とりあえず市役所へ行ってみ
るか。

税務管理課 どうしましたか？市税の督促状が来たんですが，
生活が苦しくて払えないです。ど
うしたらいいでしょう・・・

高知市生活支援相談センター

ええ，実は・・・・

支援の開始

相談窓口に行ってみましょうか。

生活に困っているとお伺いし
ましたが。
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【高知市】生活困窮者を発見するアウトリーチ機能



【岩手県】いわてパーソナル・サポート・センターの体制図

○自立相談支援事業を奥州商工会議所に委託。※奥州商工会議所はこれまでパーソナル・サポート・サービス事業を実施してきた実績をもつ。
○県とハローワーク（HW）との一体的実施の協定締結、奥州市の緊急雇用創出事業の活用など、既存の取組とモデル事業との連携を図って
おり、センター内には自立相談支援事業の相談支援員のほか、HWや社会福祉協議会の職員も配置。これにより、生活や就労に関する相談
を包括的にコーディネート。

センター内レイアウト

HW

県

奥州市

社協
求人検索閲

覧端末

生活困窮者
自立促進支援
モデル事業で

実施
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○相談支援員等の職員については、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、衛生管
理者、キャリアカウンセラー、キャリアコンサルタント、社会保険労務士、ファイナン
シャルプランナーなどの有資格者を配置している。

奥州商工会議所組織図
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【岩手県】いわてパーソナル・サポート・センターとの連携機関マップ

○ 生活困窮者を支える地域のネット
ワークづくりに当たっては、パーソ
ナルサポートサービス事業の実施で
培った社会資源のネットワークを活
用するとともに、自立相談支援事業
で設置する支援調整会議等で新たな
連携の可能性について検討し、既存
のネット-ワークの強化に取り組む。

（PS事業実施の際に連携を行った関係機関の一例）
・精神保健福祉センター
・よりそいホットライン事務局
・障がい者職業センター
・障がい者就業・生活支援センター
・社会福祉協議会
・ジョブカフェ
・地域若者サポートステーション
・ハローワーク
・雇用対策協議会
・保健所
・こころのケアセンター
・病院・クリニック
・法テラス
・その他民間企業、社会福祉法人、NPO法人 等

※各市町村の窓口では、商工観光部（商工労政課、企業振興
課）、福祉部（福祉課、地域福祉課、健康増進課）、企画部
（総務課）、復興課などと連携した例がある。
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【長野県】平成25年度ながのパーソナル・サポート・センター運営スキーム

な
が
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

《長野センター》
☆対象エリア 北信地域全体
（スタッフ）

所長（ＰＳ） 1名
ＡＰＳ 常 勤 1名

非常勤 4名

相
談
者
（
生
活
困
難
課
題
を
抱
え
自
力
で
は
解
決
が
難
し
い
人
）

《上田サテライトセンター》
☆対象エリア 東信地域全体
（スタッフ）

所長（ＰＳ） 1名
ＡＰＳ 常 勤 2名

非常勤 2名

《飯田サテライトセンター》
☆対象エリア 上・下伊那地域
（スタッフ）

所長（ＰＳ） 1名
ＡＰＳ 常 勤 1名

非常勤 4名

《松本サテライトセンター》
☆対象エリア 中信地域＋諏訪地域
（スタッフ）

所長（ＰＳ） 1名
ＡＰＳ 常 勤 2名

非常勤 3名

「長野県パーソナル・サポート事業連絡会」
（県域と４地域に設置）

※構成団体：行政機関、社会福祉団体、経営者団体、NPO、専門家（弁護士等）、民間支援団体

《ＰＳ就労支援チーム》
・働く場の開拓
・コーディネート、ジョブサポート
（スタッフ）

就労支援リーダー（ＰＳ） 1名
就労支援担当者（ＡＰＳ：アシスタント

パーソナルサポーター） 4名

就
労
支
援

中間的就労の場

※ 第1回関東・信越ブロック「生活困窮者自立促進支援モデル事業」担当者会議（平成25年9月3日開催）における長野県提出資料を基に作成。

労
働
者
福
祉

協
議
会 ジョブながのライフサポートセンター

（無料職業紹介所）

連携・協働

連携

・経営者、企業
・ＮＰＯ（起業者） etc.

就労体験

求人開拓

課題整理

課題整理

課題整理

課題整理

自立支援

自立支援

自立支援

自立支援

社会参加の
場の確保

ネットワーク

《本 部》
事務局

・総合企画
・組織運営
・連絡調整

（スタッフ）
センター長 1名
ＰＳ（パーソナルサ

ポーター） 1名
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【長野県】パーソナル・サポート・モデル事業連絡会参集団体・機関 （2013年7月1日）

分野
国関係
機関

県関係機関 市町村関係
社会福祉関係

団体
経営者団体 関係団体

PS事業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
団体

県労福協
関係

県連絡会

長野労働局職業
安定課
長野公共職業安
定所

長野県企画部
人権・男女共同参画課、消
費生活室、県民協働・NPO
課、次世代サポート課

長野県総務部税務課
長野県健康福祉部

健康福祉政策課、地域福祉
課、健康長寿課、介護支援
室、障害者支援課、子ど
も・家庭課

長野県商工労働部
労働雇用課、人材育成課

長野県観光部国際課
長野県建設部住宅課
長野県精神保健福祉センター

長野市産業政策課
長野市厚生課
松本市労政課
松本市障害・生活
支援課
上田市雇用促進室
上田市福祉課
飯田市産業振興支
援課
飯田市福祉課

長野県社会福祉協議会
長野県民生児童委員協
議会

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

ながの若者サポートステーション
長野県弁護士会
長野県司法書士会
長野県NPOセンター
生活底上げ実現長野県連絡会

(株)コミュニケーションズ・
アイ
企業組合 労協ながの
反貧困ネットワーク信州

労福協政策委員
会
長野県暮らしサ
ポートセンター

長野地域
連絡会

長野公共職業安
定所
長野障害者職業
センター

長野県北信労政事務所
長野県長野地方事務所

商工観光課
長野県長野保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課
長野県若年者就業サポートセ
ンター

市民生・雇用対策
主管課（室）
（長野市、須坂市、
千曲市）
長野市保健所

市町村社会福祉協議会
（長野市、須坂市、千
曲市）
市町村民生児童委員協
議会
（長野市、須坂市、千
曲市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

ながの若者サポートステーション
長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
長野圏域障害者総合支援センター
長野県NPOセンター
社団法人長野県社会福祉士会

労働組合LCCながの
NPO法人ホットラインながの
長野県高齢者生活協同組合
ながのコスモスの会
反貧困ネット長野
NPO法人エリアネット更埴

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

松本地域
連絡会

松本公共職業安
定所

長野県中信労政事務所
長野県松本地方事務所

商工観光課
長野県松本保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課
長野県若年者就業サポートセ
ンター

市民生・雇用対策
主管課（室）
（松本市、塩尻市、
安曇野市）

市町村社会福祉協議会
（松本市、塩尻市、安
曇野市）
市町村民生児童委員協
議会
（松本市、塩尻市、千
曲市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会
中小企業診断協会長
野県支部

しおじり若者サポートステーション
長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
松本圏域障害者総合相談支援センター

生存を支える会
NPO法人ユニオンサポートセ
ンター
NPO法人ジョイフル
SOSネットワークすわ
NPO法人キャリアサポート
NPO法人てくてく
NPO法人夢トライ工房

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

上田地域
連絡会

上田公共職業安
定所

長野県東信労政事務所
長野県上小地方事務所

商工観光課
長野県上田保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課

市民生・雇用対策
主管課（室）
（上田市、東御
市）

市町村社会福祉協議会
（上田市、東御市、小
諸市）
市町村民生児童委員協
議会
（上田市、東御市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

若者サポートステーション・シナノ
長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
上小圏域障害者総合支援センター
佐久障害者相談支援センター

SOSネットワーク
反貧困・ひだまりネット
佐久こどもサポートセンター
NPO法人侍学園スクオーラ・
今人

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

飯田地域
連絡会

飯田公共職業安
定所

長野県南信労政事務所
長野県下伊那地方事務所

商工観光課
長野県飯田保健福祉事務所

健康づくり支援課、福祉課

市民生・雇用対策
主管課（室）
（飯田市）

市町村社会福祉協議会
（飯田市、伊那市、
駒ヶ根市）
市町村民生児童委員協
議会
（飯田市、伊那市、
駒ヶ根市）

長野県経営者協会
長野県中小企業団体
中央会
長野県商工会議所連
合会
長野県商工会連合会

長野県弁護士会
長野県司法書士会
生活底上げ実現長野県連絡会
飯伊圏域障害者総合支援センター
上伊那圏域障害者総合支援センター

SOSネットワーク（上伊那）
NPO法人キャリアサポート
NPO法人くらりnet
NPO法人いいだ元気塾
NPO法人生活応援ネット ス
キップ
一般社団法人南信州ここだに

地区労福協
地区暮らしサ
ポートセンター
ジョブながの地
区センター

※ 第1回関東・信越ブロック「生活困窮者自立促進支援モデル事業」担当者会議（平成25年9月3日開催）における長野県提出資料を基に作成。
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生活保護受給者数は215万人であり、一昨年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。
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世帯類型の定義
高齢者世帯：男女とも65歳以上(平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加
わった世帯
母子世帯：死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満

（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯
障害者世帯：世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
傷病者世帯：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けな
い者である世帯
その他の世帯：上記以外の世帯

◆平成15年度

◆平成25年7月（概数）

１０年度前と比較すると、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加。

被保護世帯 高齢者世帯 母子世帯
傷病・障害者

世帯
その他の

総数 世帯

世 帯 数 939,733 435,804 82,216 336,772 84,941

構成割合（％） 100 46.4 8.7 35.8 9.0

被保護世帯
高齢者世帯 母子世帯

傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 1,580,991 715,072 111,448 465,215 289,256

構成割合（％） 100 45.2 ７.０ 29.4 18.3

（参考）
その他の世帯のうち、年齢階級別にみ
た世帯員の構成割合

・20～29歳： 5.3％
・50歳以上：53.5％

（平成23年）

資料：平成15年度福祉行政報告例

資料：被保護者調査（平成25年7月概数）

3倍強増
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新たな生活困窮者自立支援制度の主な対象者

○ 生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援
策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにするこ
とが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が不可欠。

【主な対象者】

・福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間約40万人(平成23年度推計値)）

（参考：その他生活困窮者の増加等）

・非正規雇用労働者 平成12年：26.0％ →平成24年：35.2％

・年収200万円以下の給与所得者 平成12年：18.4％ →平成23年：23.4％

・高校中退者：約5.4万人(平成23年度)、中高不登校：約15.1万人(平成23年度)

・ニート：約60万人(平成23年度）、引きこもり：約26万世帯(平成18年度厚労科研調査の推計値)

・生活保護受給世帯のうち、約25％ (母子世帯においては、約41％)の世帯主が出身世帯も生活保護を

受給。(関西国際大学道中隆教授による某市での平成19年度の調査研究結果)

・大卒者の貧困率が7.7％であるのに対し、高卒者では14.7％、高校中退者を含む中卒者では

28.2％

現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者
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【これまでの支援】
○ 自治体とハローワークが一体となった就労支援（平成17年度から実施）
・「福祉から就労」支援事業 【実績】就職率５４．５％（平成２３年度）
○ 自治体独自の多様な就労支援
・ 生活保護受給者に対し、民間団体や地域と連携し、生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を一体的に
実施（横浜市）
【実績】就労率 ６０．４％（平成２３年１０月～平成２４年３月）

○ 居住の確保
・ 住宅支援給付(平成25年度までの時限措置)の支給（平成21年度第1次補正予算等において措置、緊急雇用
創出事業臨時特例基金として実施） 【実績】常用就職率 ５８．５％（平成2４年度）

○ 貸付・家計相談
・ グリーンコープ生協においては、きめの細かい生活相談に併せて貸付を実施

【実績】平成23年度末までの貸倒率 ０．９７％
○ 子ども・若者への学習支援、養育支援、居場所づくり、就労支援
・ 被保護世帯の中学生及びその保護者等を対象に進学の助言等を行うとともに、学生ボランティアに
よる学習支援を実施（埼玉県）
【実績】参加者の高校進学率 ９７．0％（平成２３年度） （参考）被保護世帯全体：８９．５％

・ 地域若者サポートステーションによる就労支援（平成18年度から実施）
【実績】就職等進路決定者数 １万２千人（平成２３年度）

【指摘されている課題】

○ 一部の自治体のみの実施

○ 各分野をバラバラに実施

○ 早期に支援につなぐ仕組みが欠如

生活困窮者支援の現状
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生活困窮者のイメージ

対象者のイメージ 支援の内容

生活困窮層
（現に生活保護受
給に至っていない
が、今後そのおそ
れがある層）

○主として、福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者

は、高齢者等も含め年間約４０万人(平成23年度推計値)

・生活困窮者自

立支援法に基
づく自立相談

支援事業や住

居確保給付金、
就労準備支援

事業等

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
自
治
体
に
よ
る
一
体
的
就
労
支
援

※以下の者のうち、経済的に困窮する一部のものについても生活

困窮者に含まれ得る。

・非正規雇用労働者 平成12年：26.0％ →平成24年：

35.2％

・年収200万円以下の給与所得者 平成12年：18.4％ →

平成23年：23.4％

・高校中退者：約5.4万人(平成23年度)、中高不登校：約

15.1万人(平成23年度)

・ニート：約60万人(平成24年度）、ひきこもり：約26万世帯

(平成18年度厚労科研調査の推計値)

・生活保護受給世帯のうち、約25％ (母子世帯においては、

約41％)の世帯主が出身世帯も生活保護を受給。(関西国

際大学道中隆教授による某市での平成19年度の調査研究結果)

・地域若者サ

ポートステーショ

ンやひきこもり

支援センターな

どの既存支援機

関につなぐこと

が基本

生活保護受給層

○生活保護受給者のうち、稼働年齢層で就労支援が必要とさ
れる者は約３６．９万人(平成23年度)

（参考）生活保護を新規に開始した者のうち、稼働年齢層で就労支
援が必要な者は約８.８万人(平成23年度推計値)

・生活保護法に
基づく被保護
者就労支援事
業等 64



求職者支援制度 生活困窮者自立支援制度

制度の趣旨
○ 雇用を通じた第１のセーフティネットと生活保護という第３のセーフティネットの間の第２のセーフ
ティネットとして機能するもの。

制度の目的

○ 雇用保険を受給できない求職者に対し、職
業訓練の受講機会を提供すること等により、
就職を促進し、もって、その職業及び生活の
安定に資することを目的。

○ 生活困窮者に対する自立の支援に関する
措置を講ずることにより、生活困窮者の自立
の促進を図ることを目的。

実施主体 国（ハローワーク） 福祉事務所設置自治体

対象者
○ 雇用保険を受給できない求職者であって、
就労への意欲と基礎的能力のある者。

○ 就職活動を行うために必要な生活習慣や
社会参加能力の形成等が必要な生活困窮
者。

支援の内容

○ 民間教育訓練機関が実施する就職に資す
る職業訓練の受講機会を提供。
○ 訓練受講中、職業訓練受講給付金（10万
円＋交通費）を支給。（一定の要件あり）
○ 訓練の受講前、受講中、終了後において、
一貫してハローワークが就職支援を実施。

○ 一般就労に向け、生活習慣や社会参加能
力等を形成するための訓練を実施。
○ 訓練実施期間中、住居確保給付金（家賃
相当額）を支給。（一定の要件あり）
○ その他、必要に応じて、日常生活上の相談
支援等を受けることが可能。

求職者支援制度と生活困窮者自立支援制度の役割分担について

生活困窮者の就労支援に当たっては、求職者支援制度と生活困窮者自立支援制度の適切な役割
分担の下、生活困窮者の個々の段階に応じて連続的に行われていくことが重要。
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就職支援ナビゲーター

＜就労支援メニュー＞
① キャリア・コンサルティング
② 職業相談・職業紹介
③ 職業準備プログラム
④ トライアル雇用
⑤ 公的職業訓練等による能力開発
→求職者支援訓練等への円滑な移行に資
する基礎能力等の付与を図る就職・自
立促進講習を新たに実施し、職業訓練
を積極的に活用

⑥ 個別求人開拓
⑦ 広域型を含めたﾏｯﾁﾝｸﾞ

ハローワーク

就
職

就
労
に
よ
る
自
立

常
用
雇
用
化

職
場
へ
の
定
着

地方自治体
（福祉事務所等）

就職困難・生活困窮者

生活保護受給者等
→相談・申請段階の者や
受給後早期段階の者を重
点に集中支援

児童扶養手当受給者

住宅支援給付受給者 等

○的確な就労に関する助言
→給付の適正化の実現

就労に関する支援
要請
→両者共同で支援
対象者選定の上、
個別の就労支援
ﾌﾟﾗﾝ策定

←求職活動状況の
提供・共有化

職場定着に向けたフォロー
アップの強化

○自治体と協議会の設置及び当該
事業に関する協定の締結

○自治体への常設窓口の設置、
ﾊﾛｰﾜｰｸからの巡回相談の実施等の
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ型の支援体制の整備
《全福祉事務所(約1,250箇所)対象》
→支援対象者の漏れない捕捉、
早期支援の徹底

生活保護受給者等就労自立促進事業の創設

生活保護受給者を含め広く生活困窮者を対象として、福祉事務所等にハローワークの常設窓口を設置するなどワン
ストップ型の支援体制を全国的に整備し、生活困窮者への早期支援の徹底、求職活動状況の共有化など就労支援を抜
本的に強化し、生活困窮者の就労による自立を促進。

新事業の概要
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（事例）総合相談・ワンストップ対応

○ 市の既存の相談体制の機能を強化。

○ ワンストップで相談対応が可能であり、利用者への利便性が高い。

○ 直営方式のため、自治体内部組織（福祉事務所等）との連絡調整、連携を円滑に行うことが容易。

○ 税、国民健康保険、水道担当等の滞納情報を活用することで、生活困窮者の早期把握・早期支援が可能。

○ 市にとっても、市民の借金問題を解決することで過払い金の回収等を通じて公租公課の滞納額圧縮に寄与。

野洲市【直営＋既存の総合相談窓口に併設】

○ 一部の地域においては、複合的な問題を抱える者に対する縦割りでない総合相談やワンストップ対応を行い、成果を上げて
いるところがある。

○ 高齢者向けの総合相談窓口である地域包括支援センターに、新たな人員を配置し機能を強化。（全世代対応型に）
○ 新たな相談窓口を設置するよりも地域包括支援センターのノウハウを活用し、効果的・効率的な運営が可能。
○ 直営のため、自治体内部組織との連絡・調整、連携が容易。
○ ８か所のブランチを設置することで、地域住民の利便性も向上。

富士宮市【直営＋地域包括支援センターに併設】

○ 住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊まりしている不安定就労者や離職者に居住支援、生活支援、就労支援、貸付を実施する
広域的な取組事例。

○ ワンストップサービスを実現するため、複数の民間法人に委託又は補助しつつも、窓口を一ヶ所に集約。ハローワーク職員の出張相談も同じ場
所で実施。

○ 相談者にとって、極めて利便性が高い仕組みであり、迅速かつ効果的な支援が可能。

ＴＯＫＹＯチャレンジネット（東京都全域が対象） 【委託・補助（複数法人）＋既存支援窓口との併設によるワンストップ型】

○ 中核地域生活支援センターは、福祉圏域ごとに県が委託して設置。（がじゅまるは市川市及び浦安市をカバー。）
○ 総合相談を主として実施。相談を受け止め、他機関につなぎ、支援体制を構築するまでの移行支援を中心に行う。
※ 単独では相談センターの設置が難しく、かつ、適切な民間委託先がない小規模自治体では、複数市町村と共同で一法人に委託することが考えられる。

千葉県中核地域生活支援センター「がじゅまる」【委託＋複数自治体による広域共同設置】

○「制度の狭間」に取り組み、民間活用型ながら行政との連携が緊密であり、かつ社会資源の開拓も視野に入れる参考例。

○地域における見守り・発見・相談・つなぎの機能を担うコミュニティソーシャルワーカーを生活圏域（７地域）ごとに２名配置し、制度の狭間や複数
の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉サービスでは対応困難な事案の解決に取り組んでいる。

豊中市【委託＋地域福祉ネットワークで対応】
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○ 近年、地域において、生活訓練・就労訓練等を通じた就労準備のための支援を行う取組が始まっている。こうした事業では、ひ
きこもりやコミュニケーション能力が低い者を対象としノウハウ等の蓄積がない中でも、成果を上げている。

特定非営利活動法人青少年自立援助センターの若者自立支援

【事業概要】ひきこもり・ニート・不登校等の若者の自立を支援するため、合宿形式による生活改善・ボランティア・学習指導等
を行うもの。

横浜市中区「仕事チャレンジ講座実施事業」

【事業概要】生活保護受給者に対し、民間団体や地域と連携し、生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を一体的に実施
（２か月程度）

【実績】
○ 平成２４年度に修了した７７名中５１名が就労（就労率６６．２％）

（平成２３年１０月～）

足立区「仕事道場」

【事業概要】あだち若者サポートステーションにおいて、コミュニケーション能力等の乏しいニート等がＮＰＯの職員の指導のもと、
地域の事業所に置いて就労体験（訓練）を行うもの（平均訓練期間：通常訓練約５．３か月）。

【実績】
○ 平成２４年上半期までに訓練を受講した６０名中４０名が卒業し２９名が就職（卒業者に占める就職割合は７２．５％）。

（平成２１年度～）

【実績】

○ 平成２５年８月現在センターに在籍している者（※）２２名のうち６名が就労、５名が進学している。（進路決定率約５０％）
※ プログラム終了後も引き続き、センターには居住。
※ このほか、「若者自立塾事業」受託時には、平成１７年７月～２２年４月に、１５４名中９４名が就労、８名が進学（進路決定率約６６％）。

基金訓練「合宿型自立支援プログラム」を通じて、平成２２年７月～２３年１２月に、５１名中３３名が就労（進路決定率約６５％）。

（事例）生活困窮者等への就労準備のための支援
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○ 生活基礎能力、対人能力、社会適応能力等に問題を抱え、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対して、一
般就労に従事する準備として基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援。

○ 実施主体は福祉事務所設置自治体。民間事業者への委託も可能。

就労準備支援事業のモデル事業実施に関するガイドラインの概要

１．事業の趣旨
（平成25年7月30日付事務連絡）

○ ６ヶ月から１年の計画的・集中的な支援により一般就労に就くことが可能であると見込まれるが、「就労の意思又
は能力が希薄である」「決まった時間に起床・就寝できない、昼夜逆転している等、生活習慣の形成・改善が必要で
ある」「コミュニケーション能力等、社会参加能力の形成・改善が必要である」等、ハローワークにおける職業紹
介、職業訓練等の雇用支援施策によっては直ちに就職が困難な者を想定。

○ 具体的には、自立相談支援事業におけるアセスメントの中で、一般就労に向けた準備（訓練）が必要であると判断
され、行政による支援決定を受けた者が対象。

○ 公費を投入して実施するものであるため、対象者について一定の資産・収入要件を設定（ただし、モデル事業にお
いては資産・収入要件は設定しない。）。

２．対象者像について

○ ①生活自立支援（定時通所の促し、生活習慣形成のための計画作成等）、②社会自立支援（挨拶の励行など基本的
コミュニケーション能力の形成、ボランティア活動への参加等）、③就労自立支援（就労体験、模擬面接、履歴書の
作成指導等）を実施。支援を行うに際し、「就労準備支援プログラム」を個人ごとに作成。

○ 実施期間については、概ね次のとおり。
・ 生活自立支援段階・社会自立支援段階からのスタート → １年以内
・ 就労自立支援段階からのスタート → ６ヶ月以内

○ 実施方法については、通所方式と合宿方式を想定。

３．支援の実施について

69



○ 就労準備支援事業における就労体験は、事業所において、実習等の形態により軽易な作業に従事するものであり、

雇用契約を伴わないもの（作業に従事するか否かは、対象者の自由）。
※ あらかじめ、対象者本人の自由意思に基づき、関係者間で就労内容や条件等を示した確認書を取り交わすこととし、その中で非雇用

である旨の理解と合意を明確化。

※ 作業内容、作業場所、作業シフト等の管理について、一般就労を行っている者と明確に区分することが必要。

○ したがって、労働基準法をはじめとした労働関係法令は適用されないが、安全衛生面、災害補償面については、就

労体験についても、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な配慮を行うことが必要。

○ また、従来、就労の場に就くこと自体が困難であった者が一般就労に就くことも念頭に置きつつ作業を行う点に着

目し、工賃、報奨金等の形で一定金額を支払うことは、対象者の就労へのインセンティブを高める上でも重要。

４．就労体験における留意事項について

○ 就労準備支援事業者は、支援終了後、自立相談支援事業者に状況を報告するとともに、対象者が一般就労に就くこ

とができるよう、ハローワークを含む関係者と連携を図る。

○ 支援終了後、なお一般就労に就くことが困難な者が就労訓練事業の利用を希望する場合には、円滑に就労訓練事業

の利用が行われるよう、その実施者に当該者が重点的に改善すべき点について情報提供を行うなど必要な支援を行

う。

５．支援終了後の自立相談支援事業を行う者・ハローワークとの連携について
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和歌山県一麦会での6次産業を通じた就労支援

北海道釧路市での就労支援

とちぎボランティアネットワークの「ワーキングスクールプログラム」

京都府での就労支援

千葉県「生活クラブ風の村」の「ユニバーサル就労」

○ これまでも、地域において、一般就労に就くことが難しい者に簡易な就労の場等を提供する独自の取組や、地域の関係者
によるネットワーク形成が行われてきており、そうした支援の広がりを求める声は高まってきている。

【事業概要】障害者の就労支援の一環として、地域農業を中心に6次産業化を推進することで雇用創出を図る中で、ひきこもりの若者等
も対象者として受け入れ、支援を実施。

【実績】 ひきこもりの者の就労に向けた支援と併せ、地域の耕作放棄地化の歯止めとしても役立っている。

【事業概要】地域のNPO等の事業者と協力し、有償・無償のボランティア活動、インターンシップ等を通じた生活保護受給者の就労や
ステップアップを支援。

【実績】 平成24年度参加者数：就労移行型インターンシップ16名、公園管理ボランティア55名、作業所ボランティア37名、介護施設等
におけるボランティア58名。

【事業概要】地域の企業80社に協力を依頼し、コーディネーターの支援の下、ひきこもりの若者等が職場体験をできる場を開拓。
（現在は「しごとれ（仕事トレーニングプログラム）」として実施）

【実績】 平成17年～20年に43名中32名が研修を修了し、就職率71％（正社員6名）。

【事業概要】行政機関、経済・福祉・教育関係の各団体が一体となった「きょうと生活・就労おうえん団」を設立し、中間的就労開拓への
協力、ネットワークづくり、賛同者増に向けた広報・啓発を実施。

【実績】 「『風のとき』事業」では、京都市内の中小企業が自社の社員食堂をひきこもり者の就労支援の場として提供するなど、地域
での中間的就労の場の開拓が進められている。

【事業概要】「はたらきたいのにはたらきにくいすべての人」を対象に、雇用による就労のほか、「コミューター」（支援付き就労。必ずしも
雇用契約によらない）等の就労形態を提供することで、対象者の同一職場での継続したステップアップを図る。

【実績】 平成24年度は、「コミューター」15名のうち、無償コミューターは100％のステップアップ、有償コミュ―ターは、10名中6名が雇用による就
労。（ステップアップできなかった4人のうち3名は障害者手帳所持）ユニバーサル就労の総数は、マッチング中を含め77名。

（事例）就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の取組
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○ 就労訓練（いわゆる中間的就労）は、一般就労と福祉的就労との間の就労形態として位置づけられ、雇用による就

業を継続して行うことが困難な生活困窮者の一般就労を目的に、民間事業者が自主事業として実施するもの。

○ 就労訓練としての就労形態は、①雇用契約を締結せず訓練として就労を体験する段階と、②雇用契約を締結した上

で支援付きの就労を行う段階の二つを想定。

中間的就労のモデル事業実施に関するガイドラインの概要

１ 事業の趣旨

（平成25年7月30日付事務連絡）

○ 自立相談支援事業のアセスメントにおいて、一般就労に就く上で、まずは本人の状況に応じた柔軟な働き方を認め

る必要があると判断される者が対象。

（例）いわゆるひきこもりの状態にある若しくはあった者又はニートの者、長期間失業状態が続いている者、未就職の高校中退者等

２ 対象者像

○ 就労訓練について、適切な内容の支援が行われる必要があること、また、労働力の不当な搾取（いわゆる「貧困ビ

ジネス」）とならないよう留意する必要があることから、就労訓練事業所は、その事業内容、就労支援内容等が適切

である旨の都道府県知事等による認定を受けることが必要（モデル事業においては、実施自治体が確認）。

３ 事業の在り方
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○ 就労訓練においては、対象者の個々の適性を把握した上で、必要に応じて既存の業務を分解すること等により、対

象者に適した作業を設定することが適当。

○ また、就労形態についても、毎日の就労を求めないなど、個別の状況に応じたものとすることが必要。

○ 適切な訓練の実施を確保するため、対象者ごとに就労支援プログラムを作成。就労支援プログラムについては、概

ね３～６か月程度の期間を設定し、対象者との面談を経た上で見直し・更新を行う。

４ 就労内容

○ 就労訓練を雇用型として開始するか、非雇用型として開始するかについては、対象者の意向等を勘案しつつ、アセ

スメントに基づき自立相談支援事業において決定。
※ 非雇用型として就労訓練を開始した場合であっても、定期的にアセスメントを行い、能力の上達度合い等に応じて、雇用型に移行。

また、就労の状況に応じて就労内容を見直し、自立相談支援事業におけるアセスメントによる確認を経た上で一般就労が可能と認め

られた場合には、契約等の変更を行うことが必要。

○ 雇用型の対象者については、賃金支払い、安全衛生、労働保険の取り扱い等については、他の一般労働者と同様、

労働基準関係法令の適用がある。

○ 一方、非雇用型の対象者については、労働者性がないと認められる限りにおいて、労働基準関係法令の適用対象外

となる。非雇用型についても、就労開始前に、対象者本人の自由意思に基づき、関係者間で就労内容や条件等を示し

た確認書を取り交わすこととし、その中で非雇用である旨の理解と合意を明確化することが必要。
※ 非雇用型については、作業内容、作業場所、作業シフト等の管理について、雇用型及び一般就労者と明確に区分することが必要。

○ また、安全衛生面、災害補償面については、非雇用型の対象者についても、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な

配慮を行うことが必要。

○ さらに、従来、就労の場に就くこと自体が困難であった者が一般就労に就くことも念頭に置きつつ作業を行う点に

着目し、工賃、報奨金等の形で一定金額を支払うことは、対象者の就労へのインセンティブを高める上でも重要。

５ 対象者の就労条件
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（事例）家計再建に向けた取組

【事業概要】市町村民税非課税程度の低所得世帯を対象に、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費等の貸付を実
施。生活費については、貸付上限額１月15万円（２人以上世帯の場合は20万円）、貸付期間12月以内。

【実績】
○ 平成23年度貸付件数119,067件 、貸付金額約365億円。

都道府県社会福祉協議会による「総合支援資金」

○ 家計再建に向けた事例として、現状、各都道府県社会福祉協議会による「総合支援資金」に加え、一部の民間貸付機関にお
いて、多重債務者等の一般金融機関からの借入が困難な者に対し、相談を丁寧に行いつつ貸付を行う事例等がある。

消費者信用生活協同組合やグリーンコープ生協ふくおか等による貸付

【事業概要】多重債務等生活に困窮する組合員を対象に、生活再建のためのきめの細かい相談支援を行った上で、相談の結果、
必要に応じて債務整理資金や生活資金の貸付を実施。

【実績】
○ 消費者信用生活協同組合においては、平成23年度貸付件数4,301件、貸付金額約50億円。
○ グリーンコープ生協ふくおかにおいては、平成23年度貸付件数265件、貸付金額約1.5億円
○ 両者とも貸倒率は1％未満。

静岡県労働金庫や多摩信用金庫等の民間金融機関による多重債務問題への取組

【事業概要】多重債務者向けのローン商品を設定し、多重債務問題に関する相談窓口を設置するとともに、必要に応じて融資を実
施。静岡県労働金庫においては、民間相談機関と連携して支援を行っている。

自治体と民間金融機関の提携による多重債務問題への取組（栗原市のぞみローン）

【事業概要】栗原市においては、金融機関と連携し、多重債務問題の解決を支援。福祉事務所で相談支援を行いつつ、融資が必
要な場合には提携金融機関（一関信金、仙北信金）の融資を紹介。提携金融機関においては、「のぞみローン」として
多重債務者向けのローン商品を設定。
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佐賀若者サポートステーションの事例

横浜市における市立定時制高校への進路支援

埼玉県生活保護受給者チャレンジ支援事業

高知市高知チャレンジ塾における学習支援

【事業概要】困難を抱える若者に対し、学校教育との連携、複数の専門職によるチーム対応により、切れ目のない自立支援を実施。中
核事業である「家庭教師方式」の訪問支援は、学習支援のみならず、カウンセリングから各種適応訓練、家庭環境のコーディネートま
で包括的に実施。

【実績】平成２４年度における就職等進路決定者数３３４人（うち１１２人進学）。

○ 一部の地域においては、生活保護受給家庭等のこどもに対する学習支援や中退者等に対する自立支援の取組がなされ
ており、高校進学率の向上や若者の就職などで成果をあげている。

【事業概要】横浜市では、市立戸塚高校定時制における進路支援や生活状況に関する相談支援を、若年者の支援に専門的に取り組む
ＮＰＯ等と連携して実施。キャリアカウンセラー等が学校訪問し、個々の生徒の課題を把握、実践的な職場体験や就職支援セミナーを
開催するとともに、すぐに就労につながらない者に対して、卒業後の居場所や活動の場を確保。※他の一部の高校でも同様の取り組
みを実施。

（参考）生徒の進路状況（市立戸塚高校定時制）
・平成２４年度進路状況：就職・進学６６％、アルバイトその他３４％

【事業概要】埼玉県内（政令市以外）の生活保護受給世帯の中学生全員及びその保護者等を対象に、一般社団法人に委託して学習支
援等を実施。教員ＯＢなどの教育支援員が、定期的な家庭訪問を行い、子ども及び親に対して進学の助言等を行うとともに、週１～４
回の学習支援室を開催し、学生ボランティアによるマンツーマンの学習支援を実施。

【実績】平成２４年度は中学３年生の対象者７８２人のうち３３１人が参加。うち３２１人（９７％）が高校へ進学した。

【事業概要】福祉部局と教育委員会が連携し、生活保護受給世帯の中学生を対象とした学習支援を実施。市が雇用した就学促進員（教
員免許資格者）が定期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働きかけ等を行うとともに、民間団体に委託して、教員ＯＢ・大学生な
どの学習支援員が週２回程度、市内５カ所で学習支援を実施。

【実績】平成２４年度は生活保護受給世帯の生徒１０６人が参加。中学３年生４３人のうち４１人が高校へ進学した。

（事例）「貧困の連鎖」防止の取組
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生活困窮者自立支援法案に対する衆議院厚生労働委員会附帯決議
（平成25年12月４日）
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○ 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、自立相談支援事業の相談窓口においては、相談者の困窮の状況に応じて生活保護制度の下
で生活再建を図ることも含め、最善の対応を行うよう指導を徹底すること。また、自立相談支援事
業の相談員が策定する自立支援計画については、生活困窮者本人の意向を十分に考慮すること
とし、その実施、評価、改善・修正が適切に行われるようにするとともに、実施の途上で自立支援計
画の実行が困難になった場合や、最低限度の生活が維持できないと判断された場合には、生活
保護への移行を促すことも含めた適切な対応を講ずるよう指導すること。

二、自立相談支援事業の相談員については、その責務の一環として訪問支援にも積極的に取り組む
こととし、ケースワーカーや民生委員等、関係者間の連携と協力の下、生活困窮者に対し漏れのな
い支援を行うこと。また、そのために社会福祉士等の支援業務に精通する人員を十分に配置するこ
とを検討し、適切な措置を講ずること。

三、生活困窮者は心身の不調、家族の問題等多様な問題を抱えている場合が多く、また、問題解決
のためには時間を要することから、個々の生活困窮者の事情、状況等に合わせ、包括的・継続的に
支えていく伴走型の個別的な支援のための体制を整備すること。



七、生活困窮者の自立支援に当たっては、常に住民の立場に立って相談・支援を行ってきた民生委
員・児童委員が最大限その役割を発揮できるように、必要な情報の提供や、研修の実施、関係機
関との効率的な連携等、民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備を更に進めること。

六、本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上の
措置を適切に講ずるよう努めること。また、地方自治体における取組を通じて得られた好事例を広く
周知することにより、本法に規定された各種施策が着実かつ効果的に実施されるようにすること。

五、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適切に
認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、個々の生活
困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措置を講ずること。

四、就労準備支援事業の実施に当たっては、対象者が生活困窮者であることに鑑み、求職者支援制
度を始めとする他の関連施策との整合性と連続性とを図る観点から、その生活の安定のための方
策について更に検討を行うこと。
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生活困窮者自立支援法案に対する参議院厚生労働委員会附帯決議
（平成25年11月12日）
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○ 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、自立相談支援事業の相談窓口においては、相談者の困窮の状況に応じて生活保護制度の下
で生活再建を図ることも含め、最善の対応を行うよう指導を徹底すること。また、自立相談支援事
業の相談員が策定する自立支援計画については、生活困窮者本人の意向を十分に考慮すること
とし、その実施、評価、改善・修正が適切に行われるようにするとともに、実施の途上で自立支援計
画の実行が困難になった場合や、最低限度の生活が維持できないと判断された場合には、生活
保護への移行を促すことも含めた適切な対応を講ずるよう指導すること。

二、自立相談支援事業の相談員については、その責務の一環として訪問支援にも積極的に取り組む
こととし、ケースワーカーや民生委員等、関係者間の連携と協力の下、生活困窮者に対し漏れのな
い支援を行うこと。また、そのために支援業務に精通する人員を十分に配置することを検討し、適切
な措置を講ずること。

三、生活困窮者は心身の不調、家族の問題等多様な問題を抱えている場合が多く、また、問題解決
のためには時間を要することから、個々の生活困窮者の事情、状況等に合わせ、包括的・継続的に
支えていく伴走型の個別的な支援のための体制を整備すること。



七、生活困窮者の自立支援に当たっては、常に住民の立場に立って相談・支援を行ってきた民生委
員・児童委員が最大限その役割を発揮できるように、必要な情報の提供や、研修の実施、関係機
関との効率的な連携等、民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備を更に進めること。

六、本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上の
措置を適切に講ずるよう努めること。また、地方自治体における取組を通じて得られた好事例を広く
周知することにより、本法に規定された各種施策が着実かつ効果的に実施されるようにすること。

五、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適切に
認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、個々の生活
困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措置を講ずること。

四、就労準備支援事業の実施に当たっては、対象者が生活困窮者であることに鑑み、求職者支援制
度を始めとする他の関連施策との整合性と連続性とを図る観点から、その生活の安定のための方
策について更に検討を行うこと。
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